
平成２６年１０月３１日 
消        防       庁 

 

｢消防力の整備指針」及び「消防水利の基準」の一部改正 
 

消防庁は、東日本大震災の教訓及び消防を取り巻く環境の変化等を踏まえて、「消防

力の整備指針（平成 12 年消防庁告示第 1 号）」及び「消防水利の基準（昭和 39 年消防

庁告示第 7号）」を改正し、公示しました。 
 
１ 主な改正のポイント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 添付資料 

  ・消防力の整備指針の一部を改正する告示（平成 26年消防庁告示第 28号） 

・消防水利の基準の一部を改正する告示（平成 26年消防庁告示第 29号） 

・消防力の整備指針 新旧対照表 

・消防水利の基準 新旧対照表 

 
 
 
 
 
 

 

（連絡先） 消防庁消防・救急課 

坂本課長補佐、西羅係長 

 電 話  03-5253-7522（直通） 

 ﾌｧｸｼﾐﾘ  03-5253-7532 
 電子メール  keibou@ml.soumu.go.jp 

 

○ 人口に基づく救急自動車の配置基準を見直し、増強配備することとしたこと（第

13条） 

○ 大規模災害時に備え、人口規模に応じた台数の非常用車両を地域の実情に応じ

て配置することを明記したこと（第 17条） 

○ 大規模災害時に消防庁舎の機能確保が困難となった場合に備え、代替施設を活

用して当該機能を確保する計画を事前に策定することを明記したこと（第 23条） 

○ 管轄人口 30万以上に係る通信員の配置基準を見直すとともに、通信指令体制等

を勘案して総数を増減させることができることとしたこと（第 31条） 

○ 特定防火対象物に係る予防要員を増員し、予防業務の執行体制を強化したこと

（第 32条） 

消防力の整備指針 

 

○ 「最少限度」という表現を改め、「市町村の消防に必要な水利の基準を定めるも

の」としたこと（第 1条） 

○ 耐震性を有する消防水利を地域の実情に応じて計画的に配置することについて

明記したこと（第 4条） 

消防水利の基準 



○
消
防
庁
告
示
第
二
十
八
号

消
防
力
の
整
備
指
針(

平
成
十
二
年
消
防
庁
告
示
第
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日

消
防
庁
長
官

坂
本

森
男

前
文
中
「
救
助
体
制
の
充
実
強
化
」
の
下
に
「
、
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
の
実
施
体
制
の

充
実
強
化
」
を
加
え
、
「
図
る
と
と
も
に
、
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
六
年
法
律
第
百
十
二
号
）
の
施
行
等
を
踏
ま
え
た
消
防
と
し
て
の
的
確
な
対
応
」
を
「
図
る
こ
と
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
七
号
中
「
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
」
を
削
り
、
同
条
第
八
号
中
「
「
省
令
」
」
を
「
「
救
助
省
令
」
」
に
改
め
、

同
条
第
十
号
中
「
法
」
を
「
消
防
法
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
四
号
中
「
協
力
し
つ
つ
、
広
域
的
な
対
応
体
制
」
を
「
広
域
的
な
協
力
体
制
」
に
改
め
る
。

第
四
条
の
見
出
し
を
「
（
署
所
の
数
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
（
次
項
に
規
定
す
る
積
雪
寒
冷
地
の
市
街
地
を
除
く
。

以
下
本
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
削
り
、
「
別
表
第
一
」
の
下
に
「
（
積
雪
寒
冷
の
度
の
甚
だ
し
い
地
域
（
以
下
「
積
雪
寒

冷
地
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
別
表
第
二
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
、
「
掲
げ
る
市
街
地
」
の
下
に
「
の



区
域
内
」
を
加
え
、
「
同
表
に
定
め
る
」
を
「
別
表
第
一
に
定
め
る
署
所
の
」
に
、
「
、
地
勢
」
を
「
地
勢
」
に
、
「
構
造
等

の
事
情
」
を
「
構
造
等
の
特
性
」
に
、
「
「
諸
事
情
」
」
を
「
「
地
域
特
性
」
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
を
次
の

よ
う
に
改
め
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
市
街
地
の
う
ち
そ
の
区
域
内
の
人
口
が
三
十
万
を
超
え
る
も
の
（
以
下
「
大
市
街
地
」
と

い
う
。
）
に
設
置
す
る
署
所
の
数
は
、
当
該
大
市
街
地
を
人
口
三
十
万
単
位
の
地
域
に
分
割
し
、
当
該
分
割
に
係
る
地
域
を

一
の
市
街
地
と
み
な
し
て
、
当
該
地
域
の
人
口
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
別
表
第
一
に
定
め
る
署
所
の
数
を
合
算
し
て
得
た
数
を

基
準
と
し
て
、
地
域
特
性
を
勘
案
し
た
数
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
表
中
「
市
街
地
の
区
域
内
の
人
口
」
と
あ
る

の
は
「
分
割
に
係
る
地
域
の
人
口
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

市
街
地
に
該
当
し
な
い
地
域
に
は
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
当
該
地
域
に
署
所
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
条
第
四
項
を
削
る
。

第
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
動
力
消
防
ポ
ン
プ
の
数
）

第
五
条

市
街
地
に
は
、
動
力
消
防
ポ
ン
プ
を
配
置
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
数
は
、
別
表
第
三
（
積
雪
寒
冷
地
に
あ
っ
て
は
、



別
表
第
四
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
掲
げ
る
市
街
地
の
区
域
内
の
人
口
に
つ
い
て
別
表
第
三
に
定
め
る
消
防
本

部
又
は
署
所
及
び
消
防
団
の
管
理
す
る
動
力
消
防
ポ
ン
プ
の
数
を
基
準
と
し
て
、
地
域
特
性
を
勘
案
し
た
数
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
大
市
街
地
に
配
置
す
る
動
力
消
防
ポ
ン
プ
の
数
は
、
当
該
大
市
街
地
を
人
口
三
十
万
単
位

の
地
域
に
分
割
し
、
当
該
分
割
に
係
る
地
域
を
一
の
市
街
地
と
み
な
し
て
、
当
該
地
域
の
人
口
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
別
表
第

三
に
定
め
る
消
防
本
部
又
は
署
所
及
び
消
防
団
の
管
理
す
る
動
力
消
防
ポ
ン
プ
の
数
を
合
算
し
て
得
た
数
を
基
準
と
し
て
、

地
域
特
性
を
勘
案
し
た
数
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
表
中
「
市
街
地
の
区
域
内
の
人
口
」
と
あ
る
の
は
「
分
割
に

係
る
地
域
の
人
口
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
し
、
分
割
に
係
る
地
域
の
人
口
が
七
万
未
満
の
場
合
に
は
、
当
該
地
域
に
配
置

す
る
動
力
消
防
ポ
ン
プ
の
数
は
、
別
表
第
五
に
掲
げ
る
分
割
に
係
る
地
域
の
人
口
に
つ
い
て
、
同
表
の
定
め
る
と
お
り
と
す

る
。

３

準
市
街
地
に
配
置
す
る
動
力
消
防
ポ
ン
プ
の
数
は
、
別
表
第
六
に
掲
げ
る
準
市
街
地
の
区
域
内
の
人
口
に
つ
い
て
同
表
に

定
め
る
動
力
消
防
ポ
ン
プ
の
数
を
基
準
と
し
て
、
地
域
特
性
を
勘
案
し
た
数
と
す
る
。

４

前
項
の
規
定
に
よ
る
動
力
消
防
ポ
ン
プ
の
数
は
、
動
力
消
防
ポ
ン
プ
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
口
数
を
基
礎
と
し

て
算
出
す
る
。



消
防
ポ
ン
プ
自
動
車

二
口

手
引
動
力
ポ
ン
プ

一
口

小
型
動
力
ポ
ン
プ

一
口

５

市
街
地
及
び
準
市
街
地
に
該
当
し
な
い
地
域
に
は
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、
必
要
な
数
の
動
力
消
防
ポ
ン
プ
を
配
置
す

る
も
の
と
す
る
。

６

第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
る
動
力
消
防
ポ
ン
プ
は
、
消
防
本
部
若
し
く
は
署
所
又
は
消
防
団
が
管

理
す
る
も
の
と
す
る
。

第
六
条
及
び
第
七
条
を
削
る
。

第
八
条
中
「
準
市
街
地
」
の
下
に
「
の
区
域
内
」
を
加
え
、
「
、
第
五
条
及
び
第
六
条
第
一
項
」
を
「
及
び
第
五
条
」
に
改

め
、
同
条
を
第
六
条
と
す
る
。

第
九
条
の
見
出
し
を
「
（
は
し
ご
自
動
車
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
防
火
対
象
物
の
う
ち
中
高
層
建
築
物
」
の
下
に

「
の
数
」
を
加
え
、
「
又
は
屈
折
は
し
ご
自
動
車
」
を
「
（
屈
折
は
し
ご
自
動
車
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
」
に
改
め
、
同
項

第
二
号
中
「
に
隣
接
す
る
」
を
「
と
そ
の
管
轄
区
域
が
隣
接
す
る
」
に
改
め
、
「
又
は
屈
折
は
し
ご
自
動
車
」
を
削
り
、
同
条



第
二
項
中
「
又
は
屈
折
は
し
ご
自
動
車
」
を
削
り
、
同
条
を
第
七
条
と
す
る
。

第
十
条
第
一
項
中
「
危
険
物
の
製
造
所
等
（
危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
三
百
六
号
）
第
六
条

第
一
項
に
規
定
す
る
「
製
造
所
等
」
を
い
う
。
以
下
同
じ
」
を
「
危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
三

百
六
号
）
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
製
造
所
等
（
以
下
「
危
険
物
の
製
造
所
等
」
と
い
う
」
に
、
「
原
子
炉
設
置
事
業
所
等

」
を
「
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
。
以
下
「
核

原
料
物
質
等
規
制
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
原
子
炉
を
設
置
し
て
い
る
事
業
所
等
（
以
下
「
原
子
炉
設
置

事
業
所
等
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
「
大
型
化
学
消
防
車
」
の
下
に
「
及
び
大
型
化
学
高
所
放
水
車
」
を
加
え
、
「
製
造
所

等
」
を
「
危
険
物
の
製
造
所
等
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
法
」
を
「
消
防
法
」
に
、
「
の
数
に
応
じ
左
に
」
を
「
の
施
設

ご
と
の
数
に
、
別
表
第
七
に
定
め
る
第
四
類
危
険
物
の
五
対
象
施
設
ご
と
の
補
正
係
数
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
数
の
合
計
（

以
下
「
補
正
後
施
設
合
計
数
」
と
い
う
。
）
に
応
じ
次
に
」
に
、
「
第
四
類
危
険
物
の
五
対
象
施
設
の
数
」
を
「
補
正
後
施
設

合
計
数
」
に
改
め
、
同
号
中
ハ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ハ

補
正
後
施
設
合
計
数
が
千
以
上
の
場
合

二
台
に
千
を
超
え
る
補
正
後
施
設
合
計
数
お
お
む
ね
千
ご
と
に
一
台
を
加

算
し
た
台
数



第
十
条
第
一
項
第
二
号
中
「
製
造
所
、
屋
内
貯
蔵
所
、
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
、
屋
外
貯
蔵
所
及
び
一
般
取
扱
所
（
」
を
「
第

四
類
危
険
物
の
五
対
象
施
設
の
う
ち
」
に
、
「
を
除
く
。
）
」
を
「
以
外
の
も
の
」
に
、
「
左
」
を
「
次
」
に
、
「
法
」
を
「

消
防
法
」
に
改
め
、
「
指
定
数
量
を
い
う
。
」
の
下
に
「
以
下
同
じ
。
」
を
加
え
、
同
項
第
三
号
中
「
核
原
料
物
質
、
核
燃
料

物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第

四
号
に
掲
げ
る
原
子
炉
」
を
「
核
原
料
物
質
等
規
制
法
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
発
電
用
原
子
炉
」
に
、
「
同
法
第
四
十
四

条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
再
処
理
施
設
」
を
「
同
条
第
十
項
に
規
定
す
る
再
処
理
を
行
う
設
備
若
し
く
は
附
属
施
設
」
に

改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
備
え
た
も
の
は
、
」
の
下
に
「
消
防
本
部
又
は
」
を
加
え
、
同
条
を
第
八
条
と
す
る
。

第
十
一
条
の
見
出
し
を
「
（
大
型
化
学
消
防
車
等
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
「
政
令
」
」
を
「
「
石
災
法
施
行
令
」

」
に
改
め
、
「
第
八
十
四
号
」
の
下
に
「
。
以
下
「
石
災
法
」
と
い
う
。
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
政
令
」
を
「
石
災
法

施
行
令
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
」
を
「
石
災
法
」
に
改
め

同
条
第
三
項
を
次
の

、

よ
う
に
改
め
る
。

３

前
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
大
型
化
学
高
所
放
水
車
を
一
台
配
置
し
た
と
き
は
、
大
型
化
学
消
防
車
及
び
大
型
高
所
放
水

車
を
そ
れ
ぞ
れ
一
台
配
置
し
た
も
の
と
み
な
す
。



第
十
一
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

前
三
項
の
規
定
に
よ
る
大
型
化
学
消
防
車
、
大
型
高
所
放
水
車
、
大
型
化
学
高
所
放
水
車
及
び
泡
原
液
搬
送
車
は
、
消
防

本
部
又
は
署
所
が
管
理
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
一
条
を
第
九
条
と
す
る
。

第
十
二
条
中
「
第
四
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
又
は
第
五
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
」
を
「
第
五
条
第
一
項
か
ら
第
三

項
ま
で
又
は
第
五
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
条
と
す
る
。

第
十
三
条
中
「
政
令
」
を
「
石
災
法
施
行
令
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。

第
十
四
条
第
一
項
中
「
地
域
に
お
け
る
諸
事
情
」
を
「
地
域
特
性
」
に
、
同
項
第
二
号
中
「
重
要
港
湾
（
港
湾
法
（
昭
和
二

十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
重
要
港
湾
を
い
う
。
）
等
」
を
「
港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

第
二
百
十
八
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
国
際
戦
略
港
湾
、
国
際
拠
点
港
湾
及
び
重
要
港
湾
」
に
、
「
当
該
重
要
港
湾
等

」
を
「
当
該
港
湾
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
消
防
艇
は
、
」
の
下
に
「
消
防
本
部
又
は
」
を
加
え
、
同
条
を
第
十
二
条
と

す
る
。

第
十
五
条
第
一
項
中
「
市
町
村
に
」
を
「
消
防
本
部
又
は
署
所
に
」
に
、
「
十
五
万
」
を
「
十
万
」
に
、
「
三
万
」
を
「
二



万
」
に
、
「
六
万
」
を
「
五
万
」
に
、
「
及
び
一
世
帯
当
た
り
の
人
口
」
を
「
、
高
齢
化
の
状
況
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

「
救
急
自
動
車
は
、
」
の
下
に
「
消
防
本
部
又
は
」
を
加
え
、
同
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。

第
十
六
条
第
一
項
中
「
及
び
消
防
署
を
置
く
市
町
村
に
は
」
を
「
又
は
署
所
に
」
に
、
「
省
令
」
を
「
救
助
省
令
」
に
、
同

条
第
二
項
中
「
省
令
」
を
「
救
助
省
令
」
に
、
「
第
十
九
条
に
規
定
す
る
救
助
工
作
車
以
外
の
消
防
用
自
動
車
等
」
を
「
消
防

用
自
動
車
等
（
第
十
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
消
防
用
自
動
車
等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
救
助
工
作
車
以

外
の
も
の
」
に
、
同
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
「
救
助
工
作
車
」
の
下
に
「
及
び
前
項
の
規
定
に
よ

り
救
助
工
作
車
に
代
え
て
充
て
る
消
防
用
自
動
車
等
」
を
加
え
、
同
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。

第
十
七
条
第
一
項
中
「
地
域
に
お
け
る
諸
事
情
」
を
「
地
域
特
性
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
五
条
と
す
る
。

第
十
八
条
第
一
項
中
「
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
、
第
九
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
及
び
前
四
条
の
規
定
に
よ
る
は
し
ご
自
動
車
、

屈
折
は
し
ご
自
動
車
、
化
学
消
防
車
、
大
型
高
所
放
水
車
、
泡
原
液
搬
送
車
、
消
防
艇
、
救
急
自
動
車
、
救
助
工
作
車
及
び
指

揮
車
（
以
下
「
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
等
」
と
い
う
。
）
」
を
「
第
五
条
、
第
七
条
か
ら
第
九
条
ま
で
及
び
前
四
条
の
規
定
に
よ

る
消
防
の
た
め
の
出
動
に
使
用
す
る
自
動
車
等
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
六
条
と
す
る
。

第
十
九
条
の
見
出
し
を
「
（
非
常
用
消
防
用
自
動
車
等
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



第
五
条
の
規
定
に
よ
る
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
（
以
下
「
稼
働
中
の
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
」
と
い
う
。
）
に
加
え
、
水
火
災

等
の
発
生
時
に
始
業
の
時
刻
か
ら
終
業
の
時
刻
の
間
に
あ
る
警
防
要
員
以
外
の
者
を
動
員
し
て
対
処
す
る
必
要
の
あ
る
場
合

（
以
下
「
非
常
時
の
場
合
」
と
い
う
。
）
又
は
稼
働
中
の
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
が
故
障
し
た
場
合
等
に
使
用
す
る
た
め
、
人

口
三
十
万
以
下
の
市
町
村
に
あ
っ
て
は
稼
働
中
の
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
八
台
ご
と
に
一
台
を
基
準
と
し
、
人
口
三
十
万
を
超

え
る
市
町
村
に
あ
っ
て
は
稼
働
中
の
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
四
台
ご
と
に
一
台
を
基
準
と
し
て
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
予
備

の
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
（
以
下
「
非
常
用
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
」
と
い
う
。
）
を
配
置
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
九
条
第
二
項
中
「
第
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
十
三
条
」
に
、
「
の
ほ
か
」
を
「
（
以
下
「
稼
働
中
の
救
急
自
動
車
」

と
い
う
。
）
に
加
え
」
に
、
「
お
け
る
」
を
「
使
用
す
る
た
め
、
人
口
三
十
万
以
下
の
市
町
村
に
あ
っ
て
は
稼
働
中
の
救
急
自

動
車
六
台
ご
と
に
一
台
を
基
準
と
し
、
人
口
三
十
万
を
超
え
る
市
町
村
に
あ
っ
て
は
稼
働
中
の
救
急
自
動
車
四
台
ご
と
に
一
台

を
基
準
と
し
て
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
予
備
の
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３

非
常
時
の
場
合
又
は
消
防
用
自
動
車
等
（
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
、
は
し
ご
自
動
車
、
化
学
消
防
車
、
大
型
高
所
放
水
車
、

泡
原
液
搬
送
車
、
救
急
自
動
車
、
救
助
工
作
車
、
指
揮
車
、
消
防
艇
及
び
特
殊
車
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
消
防

ポ
ン
プ
自
動
車
及
び
救
急
自
動
車
以
外
の
も
の
が
故
障
し
た
場
合
等
に
使
用
す
る
た
め
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
予
備
の
消



防
用
自
動
車
等
を
配
置
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
九
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
非
常
用
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
非
常
用
救
急
自
動
車
及
び
前
項
の
規
定
に

よ
る
非
常
時
の
場
合
等
に
使
用
す
る
た
め
の
消
防
用
自
動
車
等
（
以
下
「
非
常
用
消
防
用
自
動
車
等
」
と
い
う
。
）
は
、
消

防
本
部
又
は
署
所
が
管
理
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
九
条
を
第
十
七
条
と
す
る
。

第
二
十
条
第
一
項
中
「
及
び
消
防
署
を
置
く
市
町
村
に
は
」
を
「
又
は
署
所
に
」
に
、
同
条
第
二
項
中
「
に
よ
り
、
市
町
村

が
配
置
す
る
」
を
「
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
八
条
と
し
、
第
二
十
一
条
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で
を
二
条
ず
つ
繰
り
上

げ
る
。

第
二
十
四
条
中
「
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
等
、
特
殊
車
等
、
非
常
用
消
防
自
動
車
等
及
び
非
常
用
救
急
自
動
車
の
間
の
連
絡
並

び
に
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
等
、
特
殊
車
等
、
非
常
用
消
防
自
動
車
等
及
び
非
常
用
救
急
自
動
車
」
を
「
消
防
用
自
動
車
等
の
間

の
連
絡
及
び
消
防
用
自
動
車
等
」
に
改
め
、
「
並
び
に
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
等
、
特
殊
車
等
、
非
常
用
消
防
自
動
車
等
及
び
非

常
用
救
急
自
動
車
」
を
「
及
び
消
防
用
自
動
車
等
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
二
条
と
す
る
。



第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
地
震
災
害
時
」
を
「
地
震
災
害
及
び
風
水
害
時
等
」
に
、
「
有
す
る
よ
う
」
を
「
有
し
、
か
つ
、

浸
水
に
よ
る
被
害
に
耐
え
得
る
よ
う
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

消
防
本
部
は
、
大
規
模
な
地
震
災
害
及
び
風
水
害
時
等
に
お
い
て
、
消
防
本
部
又
は
署
所
の
庁
舎
が
被
災
に
よ
り
災
害
応

急
対
策
の
拠
点
と
し
て
の
機
能
を
維
持
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
に
備
え
、
他
の
署
所
、
公
共
施
設
等
を
活
用
し
て

当
該
機
能
を
確
保
す
る
計
画
を
あ
ら
か
じ
め
策
定
す
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
五
条
を
第
二
十
三
条
と
し
、
第
二
十
六
条
を
第
二
十
四
条
と
し
、
第
三
章
中
第
二
十
七
条
を
第
二
十
五
条
と
す
る
。

第
二
十
八
条
第
一
項
中
「
知
識
、
技
術
及
び
経
験
を
経
る
」
を
「
経
験
を
経
て
、
そ
れ
ら
の
知
識
及
び
技
術
を
有
す
る
」
に

改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
救
助
技
術
」
を
「
救
助
方
法
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
六
条
と
す
る
。

第
二
十
九
条
の
見
出
し
を
「
（
消
防
隊
の
隊
員
）
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
、
屈
折
は
し
ご
自
動
車
」
を
削
り
、
「
そ

れ
ぞ
れ
」
を
「
は
し
ご
自
動
車
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
以
外
の
も
の
（
」
の
下
に
「
救
急
自
動
車
、
」
を
加
え
、
「
及

び
救
助
工
作
車
」
を
「
、
救
助
工
作
車
及
び
指
揮
車
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
第
二
項
」
を
加

え
、
「
、
消
防
司
令
補
又
は
消
防
士
長
」
を
「
消
防
士
長
以
上
の
階
級
に
あ
る
者
」
に
、
「
消
防
団
に
あ
つ
て
は
、
部
長
又
は

班
長
」
を
「
消
防
団
に
あ
っ
て
は
班
長
以
上
の
階
級
に
あ
る
者
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
を
削
り
、
同
条
第
八
項
中
「
消
防
司



令
補
又
は
消
防
士
長
」
を
「
消
防
士
長
以
上
の
階
級
に
あ
る
者
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
を
第
二
十
七
条

と
す
る
。

第
三
十
条
第
四
項
中
「
第
二
項
」
を
「
第
三
項
」
に
、
「
救
急
救
命
士
法
（
平
成
三
年
法
律
第
三
十
六
号
）
第
三
条
に
基
づ

き
救
急
救
命
士
の
免
許
を
受
け
て
い
る
者
」
を
「
救
急
救
命
士
」
に
改
め
、
同
項
を
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
消
防
司

令
補
又
は
消
防
士
長
」
を
「
消
防
士
長
以
上
の
階
級
に
あ
る
者
」
に
改
め
、
同
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、

第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

救
急
業
務
の
対
象
と
な
る
事
案
が
特
に
多
い
地
域
に
お
い
て
は
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
前
項
の
規
定
に
よ
る
救
急
自
動

車
に
搭
乗
す
る
救
急
隊
の
隊
員
の
代
替
要
員
を
確
保
す
る
も
の
と
す
る
。

第
三
十
条
を
第
二
十
八
条
と
す
る
。

第
三
十
一
条
第
二
項
中
「
消
防
司
令
補
又
は
消
防
士
長
」
を
「
消
防
士
長
以
上
の
階
級
に
あ
る
者
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項

中
「
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
救
助
隊
の
隊
員
に
加
え
て
、
消
防
本
部
若
し
く
は
署
所
又
は
」
を
削
り
、
「
も
の
と
す
る
」
を
「

こ
と
が
で
き
る
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
九
条
と
す
る
。

第
三
十
二
条
第
二
項
中
「
消
防
司
令
長
又
は
消
防
司
令
」
を
「
消
防
司
令
以
上
の
階
級
に
あ
る
者
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三



十
条
と
す
る
。

第
三
十
三
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

消
防
本
部
に
配
置
す
る
通
信
員
の
総
数
は
、
人
口
三
十
万
以
下
の
市
町
村
に
あ
っ
て
は
お
お
む
ね
人
口
十
万
ご
と
に
五
人

を
基
準
と
し
、
人
口
三
十
万
を
超
え
る
市
町
村
に
あ
っ
て
は
十
五
人
に
人
口
三
十
万
を
超
え
る
人
口
に
つ
い
て
お
お
む
ね
人

口
十
万
ご
と
に
三
人
を
加
え
た
人
数
を
基
準
と
し
て
、
通
信
指
令
体
制
、
通
信
施
設
の
機
能
及
び
緊
急
通
報
の
受
信
件
数
等

を
勘
案
し
た
数
と
す
る
。

第
三
十
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

消
防
本
部
に
配
置
す
る
通
信
員
の
う
ち
、
同
時
に
通
信
指
令
管
制
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
数
は
、
二
人
以
上
と
す
る
。

た
だ
し
、
緊
急
の
場
合
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
場
合
に
限
り
、
当
該
通
信
員
の
数
を
一
時
的
に
減
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
三
条
を
第
三
十
一
条
と
す
る
。

第
三
十
四
条
第
一
項
第
一
号
中
「
法
」
を
「
消
防
法
」
に
、
「
六
百
八
十
分
の
十
」
を
「
七
百
三
十
分
の
十
二
」
に
改
め
、

同
項
第
二
号
中
「
二
千
三
百
分
の
二
」
を
「
二
千
四
百
分
の
二
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
一
万
七
千
分
の
三
」
を
「
二
万

二
千
分
の
三
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
別
表
第
七
」
を
「
別
表
第
八
」
に
、
「
製
造
所
等
」
を
「
危
険
物
の
製
造
所
等
」



に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
定
め
る
」
を
「
掲
げ
る
数
を
合
算
し
て
得
た
数
」
に
、
「
要
員
」
を
「
予
防
要
員
」
に
改
め
、
同

条
を
第
三
十
二
条
と
す
る
。

第
三
十
五
条
第
一
項
中
「
、
屈
折
は
し
ご
自
動
車
」
を
削
り
、
「
配
置
し
た
」
の
下
に
「
消
防
本
部
又
は
」
を
、
「
出
動
中

で
あ
っ
て
も
」
の
下
に
「
消
防
本
部
又
は
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
二
条
」
を
「
第
十
条
」
に
、
「
管
轄
区
域
が
隣

接
す
る
署
所
」
を
「
そ
の
管
轄
区
域
が
隣
接
す
る
消
防
署
又
は
そ
の
出
張
所
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３

前
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
数
に
二
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
同
項
第
三
号
に
掲
げ

る
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
数
の
予
防
要
員
に
つ
い
て
は
、
予
防
業
務
の
執
行
に
支
障
の
な
い
範
囲

に
限
り
、
必
要
な
数
の
警
防
要
員
を
も
っ
て
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
第
一
号
に
掲
げ
る
数
か
ら
第
二
号
に
掲
げ

る
数
を
除
い
て
得
た
数
に
相
当
す
る
予
防
要
員
の
数
が
二
人
に
満
た
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

前
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
数
を
合
算
し
て
得
た
数

二

前
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
数
の
二
分
の
一
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
数
に
相
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
警
防
要
員
を
も

っ
て
充
て
る
こ
と
と
さ
れ
る
予
防
要
員
の
数

第
三
十
五
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。



４

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
要
件
を
満
た
す
警
防

要
員
を
も
っ
て
充
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

消
防
法
第
十
七
条
に
基
づ
き
消
防
用
設
備
等
（
消
火
器
具
を
除
く
。
）
の
設
置
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
共
同
住
宅
に

対
す
る
立
入
検
査
業
務

前
条
第
三
項
に
規
定
す
る
予
防
技
術
資
格
者
で
あ
る
こ
と
。

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
共
同
住
宅
に
対
す
る
立
入
検
査
業
務

消
防
学
校
の
教
育
訓
練
の
基
準
（
平
成
十
五
年
消

防
庁
告
示
第
三
号
）
第
五
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
予
防
査
察
科
を
修
了
し
た
者
又
は
同
等
以
上
の
知
識
及
び
技
術

を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

三

共
同
住
宅
又
は
一
戸
建
て
住
宅
に
対
す
る
防
火
指
導
業
務

当
該
業
務
の
執
行
に
必
要
な
知
識
及
び
技
術
を
有
す
る
と

認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

第
三
十
五
条
を
第
三
十
三
条
と
す
る
。

第
三
十
六
条
第
一
項
中
「
人
員
」
を
「
消
防
職
員
」
に
、
同
項
第
一
号
中
「
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
等
及
び
特
殊
車
等
」
を
「

消
防
用
自
動
車
等
の
う
ち
非
常
用
消
防
用
自
動
車
等
以
外
の
も
の
」
に
、
「
及
び
救
助
隊
」
を
「
、
救
助
隊
及
び
指
揮
隊
」
に

改
め
、
「
、
災
害
の
状
況
に
応
じ
て
、
そ
の
い
ず
れ
か
ひ
と
つ
に
」
を
削
り
、
「
搭
乗
す
る
こ
と
を
」
の
下
に
「
、
消
防
本
部



の
規
模
及
び
消
防
用
自
動
車
等
の
保
有
状
況
等
を
勘
案
し
て
消
防
庁
長
官
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号

か
ら
第
四
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

第
三
十
一
条
に
規
定
す
る
通
信
員
の
数

三

第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
予
防
要
員
の
数

四

消
防
本
部
及
び
署
所
の
総
務
事
務
等
（
消
防
の
相
互
応
援
に
関
す
る
業
務
を
含
む
。
）
の
執
行
の
た
め
に
必
要
な
消
防

職
員
の
数

第
三
十
六
条
第
一
項
第
五
号
及
び
第
六
号
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
人
員
」
を
「
消
防
職
員
」
に
改
め
、
「
、
屈
折
は
し

ご
自
動
車
」
を
削
り
、
「
第
三
十
四
条
第
一
項
第
三
号
に
定
め
る
数
に
相
当
す
る
要
員
の
数
を
交
替
制
に
よ
り
勤
務
す
る
職
員

」
を
「
警
防
要
員
」
に
、
「
前
項
第
五
号
」
を
「
前
項
第
三
号
」
に
、
「
第
三
十
四
条
第
一
項
第
三
号
に
定
め
る
数
に
相
当
す

る
要
員
の
」
を
「
警
防
要
員
を
も
っ
て
充
て
る
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
四
条
と
す
る
。

第
三
十
七
条
中
「
消
防
団
は
、
」
の
下
に
「
地
域
防
災
力
の
中
核
と
し
て
将
来
に
わ
た
り
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
代
替
性
の

な
い
存
在
と
し
て
、
」
を
加
え
、
「
こ
の
限
り
で
な
い
」
を
「
一
市
町
村
に
二
団
以
上
置
く
こ
と
が
で
き
る
」
に
改
め
、
同
条

を
第
三
十
五
条
と
す
る
。



第
三
十
八
条
第
一
項
中
「
も
の
と
す
る
」
を
「
も
の
と
し
、
そ
の
総
数
は
、
当
該
業
務
を
円
滑
に
遂
行
す
る
た
め
に
、
地
域

の
実
情
に
応
じ
て
必
要
な
数
と
す
る
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
警
戒
、
防
除
」
を
「
警
戒
及
び
防
除
並
び
に
災
害
時
に
お

け
る
住
民
の
避
難
誘
導
等
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
お
け
る
」
の
下
に
「
警
報
の
伝
達
、
住
民
の
避
難
誘
導
等
」
を
加
え
、

同
項
第
六
号
中
「
地
域
住
民
」
の
下
に
「
（
自
主
防
災
組
織
等
を
含
む
。
）
」
を
、
「
対
す
る
」
の
下
に
「
指
導
、
」
を
加
え
、

同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
を
削
り
、
同
条
を
第
三
十
六
条
と
し
、
第
三
十
九
条
を
第
三
十
七
条
と
す
る
。

別
表
第
一
中
「
市
街
地
」
の
下
に
「
の
区
域
内
」
を
加
え
る
。

別
表
第
二
中
「
（
第
四
条
第
二
項
関
係
）
」
を
「
（
第
四
条
第
一
項
関
係
）
」
に
改
め
、
「
市
街
地
」
の
下
に
「
の
区
域
内

」
を
加
え
る
。

別
表
第
三
中
「
（
第
四
条
第
三
項
関
係
）
」
を
「
（
第
五
条
第
一
項
関
係
）
」
に
改
め
、
「
市
街
地
」
の
下
に
「
の
区
域
内

」
を
加
え
、
「
署
所
」
を
「
消
防
本
部
又
は
署
所
」
に
改
め
、
同
表
備
考
第
二
号
中
「
第
六
条
第
二
項
」
を
「
第
五
条
第
四
項

」
に
改
め
る
。

別
表
第
四
中
「
（
第
四
条
第
四
項
関
係
）
」
を
「
（
第
五
条
第
一
項
関
係
）
」
に
改
め
、
「
市
街
地
」
の
下
に
「
の
区
域
内

」
を
加
え
、
「
署
所
」
を
「
消
防
本
部
又
は
署
所
」
に
改
め
、
同
表
備
考
第
二
号
中
「
第
六
条
第
二
項
」
を
「
第
五
条
第
四
項



」
に
改
め
る
。

別
表
第
五
中
「
（
第
五
条
関
係
）
」
を
「
（
第
五
条
第
二
項
関
係
）
」
に
、
「
署
所
」
を
「
消
防
本
部
又
は
署
所
」
に
改
め
、

同
表
備
考
第
一
号
中
「
市
街
地
」
を
「
分
割
に
係
る
地
域
」
に
改
め
、
同
表
備
考
第
二
号
中
「
第
六
条
第
二
項
」
を
「
第
五
条

第
四
項
」
に
改
め
る
。

別
表
第
六
中
「
（
第
六
条
関
係
）
」
を
「
（
第
五
条
第
三
項
関
係
）
」
に
、
「
準
市
街
地
の
人
口
」
を
「
準
市
街
地
の
区
域

内
の
人
口
」
に
改
め
、
同
表
備
考
中
「
第
六
条
第
二
項
」
を
「
第
五
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

別
表
第
七
中
「
（
第
三
十
四
条
第
一
項
第
四
号
関
係
）
」
を
「
（
第
三
十
二
条
第
一
項
第
四
号
関
係
）
」
に
改
め
、
同
表
を

別
表
第
八
と
し
、
別
表
第
六
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

別
表
第
七
（
第
八
条
第
一
項
第
一
号
関
係
）

第
四
類
危
険
物
の
五
対
象
施
設

補

正

係

数

製
造
所

五
・
〇

屋
内
貯
蔵
所

〇
・
一

屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所

一
・
〇



屋
外
貯
蔵
所

〇
・
一

一
般
取
扱
所

一
・
五

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
消
防
団
の
装
備
の
基
準
の
一
部
改
正
）

第
二
条

消
防
団
の
装
備
の
基
準
（
昭
和
六
十
三
年
消
防
庁
告
示
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
第
二
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
を
「
第
二
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
に
改
め
る
。

（
消
防
力
の
整
備
指
針
第
三
十
四
条
第
三
項
に
基
づ
き
、
予
防
技
術
資
格
者
の
資
格
を
定
め
る
件
の
一
部
改
正
）

第
三
条

消
防
力
の
整
備
指
針
第
三
十
四
条
第
三
項
に
基
づ
き
、
予
防
技
術
資
格
者
の
資
格
を
定
め
る
件
（
平
成
十
七
年
消
防

庁
告
示
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
三
十
四
条
第
三
項
」
を
「
第
三
十
二
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。



○
消
防
庁
告
示
第
二
十
九
号

消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
消
防
水
利
の
基
準(

昭
和
三
十
九

年
消
防
庁
告
示
第
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日

消
防
庁
長
官

坂
本

森
男

第
一
条
中
「
最
小
限
度
の
」
を
削
る
。

第
四
条
第
三
項
中
「
に
定
め
る
配
置
」
を
「
の
規
定
に
基
づ
き
配
置
す
る
消
防
水
利
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え

る
。

４

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
消
防
水
利
を
配
置
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
大
規
模
な
地
震
が
発
生
し
た
場
合
の
火

災
に
備
え
、
耐
震
性
を
有
す
る
も
の
を
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、
計
画
的
に
配
置
す
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



消
防
力
の
整
備
指
針
の
一
部
を
改
正
す
る
件

新
旧
対
照
条
文

○

消
防
力
の
整
備
指
針
（
平
成
十
二
年
消
防
庁
告
示
第
一
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
前
文
）

（
前
文
）

市
町
村
に
お
い
て
は
、
消
防
を
取
り
巻
く
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
を
踏
ま
え

市
町
村
に
お
い
て
は
、
消
防
を
取
り
巻
く
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
を
踏
ま
え

、
今
後
と
も
、
住
民
の
生
命
、
身
体
及
び
財
産
を
守
る
責
務
を
全
う
す
る
た
め

、
今
後
と
も
、
住
民
の
生
命
、
身
体
及
び
財
産
を
守
る
責
務
を
全
う
す
る
た
め

、
消
防
力
の
充
実
強
化
を
着
実
に
図
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

、
消
防
力
の
充
実
強
化
を
着
実
に
図
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

こ
の
た
め
に
は
、
各
種
の
災
害
に
的
確
に
対
応
で
き
る
よ
う
警
防
戦
術
及
び

こ
の
た
め
に
は
、
各
種
の
災
害
に
的
確
に
対
応
で
き
る
よ
う
警
防
戦
術
及
び

資
機
材
の
高
度
化
等
の
警
防
体
制
の
充
実
強
化
を
図
る
と
と
も
に
、
建
築
物
の

資
機
材
の
高
度
化
等
の
警
防
体
制
の
充
実
強
化
を
図
る
と
と
も
に
、
建
築
物
の

大
規
模
化
・
複
雑
化
等
に
伴
う
予
防
業
務
の
高
度
化
・
専
門
化
に
対
応
す
る
た

大
規
模
化
・
複
雑
化
等
に
伴
う
予
防
業
務
の
高
度
化
・
専
門
化
に
対
応
す
る
た

め
の
予
防
体
制
の
充
実
強
化
、
高
齢
社
会
の
進
展
等
に
伴
う
救
急
出
動
の
増
加

め
の
予
防
体
制
の
充
実
強
化
、
高
齢
社
会
の
進
展
等
に
伴
う
救
急
出
動
の
増
加

、
救
急
業
務
の
高
度
化
に
対
応
す
る
た
め
の
救
急
体
制
の
充
実
強
化
、
複
雑
・

や
救
急
業
務
の
高
度
化
に
対
応
す
る
た
め
の
救
急
体
制
の
充
実
強
化
、
複
雑
・

多
様
化
す
る
災
害
に
お
け
る
人
命
救
助
を
的
確
に
実
施
す
る
た
め
の
救
助
体
制

多
様
化
す
る
災
害
に
お
け
る
人
命
救
助
を
的
確
に
実
施
す
る
た
め
の
救
助
体
制

の
充
実
強
化
、
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
の
実

の
充
実
強
化

施
体
制
の
充
実
強
化
等
を
、
職
員
の
安
全
管
理
を
徹
底
し
つ
つ
推
進
し
て
い
く

等
を
、
職
員
の
安
全
管
理
を
徹
底
し
つ
つ
推
進
し
て
い
く

必
要
が
あ
る
。

必
要
が
あ
る
。

さ
ら
に
、
地
震
や
風
水
害
等
の
大
規
模
な
自
然
災
害
等
へ
の
備
え
を
強
化
す

さ
ら
に
、
地
震
や
風
水
害
等
の
大
規
模
な
自
然
災
害
等
へ
の
備
え
を
強
化
す

る
た
め
、
緊
急
消
防
援
助
隊
を
は
じ
め
と
す
る
広
域
的
な
消
防
体
制
の
充
実
を

る
た
め
、
緊
急
消
防
援
助
隊
を
は
じ
め
と
す
る
広
域
的
な
消
防
体
制
の
充
実
を

図
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

図
る
と
と
も
に
、
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に

以
下
の
指
針
は
、
こ
う
し
た
事
情
を
踏
ま
え
て
、
市
町
村
が
目
標
と
す
べ
き

関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
二
号
）
の
施
行
等
を
踏
ま
え
た
消
防

消
防
力
の
整
備
水
準
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
市
町
村
に
お
い
て
は
、
そ
の
保
有

と
し
て
の
的
確
な
対
応
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

す
る
消
防
力
の
水
準
を
総
点
検
し
た
上
で
、
こ
の
指
針
に
定
め
る
施
設
及
び
人

以
下
の
指
針
は
、
こ
う
し
た
事
情
を
踏
ま
え
て
、
市
町
村
が
目
標
と
す
べ
き

員
を
目
標
と
し
て
、
地
域
の
実
情
に
即
し
た
適
切
な
消
防
体
制
を
整
備
す
る
こ

消
防
力
の
整
備
水
準
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
市
町
村
に
お
い
て
は
、
そ
の
保
有

と
が
求
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

す
る
消
防
力
の
水
準
を
総
点
検
し
た
上
で
、
こ
の
指
針
に
定
め
る
施
設
及
び
人

員
を
目
標
と
し
て
、
地
域
の
実
情
に
即
し
た
適
切
な
消
防
体
制
を
整
備
す
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。



（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
指
針
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ

第
二
条

こ
の
指
針
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ

ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

七

消
防
隊

消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号

七

消
防
隊

消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
。
以
下
「
法

）
第
二
条
第
八
号
に
規
定
す
る
消
防
隊
の
う
ち
、
救
助
隊
及

」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
八
号
に
規
定
す
る
消
防
隊
の
う
ち
、
救
助
隊
及

び
指
揮
隊
以
外
の
も
の
を
い
う
。

び
指
揮
隊
以
外
の
も
の
を
い
う
。

八

救
助
隊

救
助
隊
の
編
成
、
装
備
及
び
配
置
の
基
準
を
定
め
る
省
令
（

八

救
助
隊

救
助
隊
の
編
成
、
装
備
及
び
配
置
の
基
準
を
定
め
る
省
令
（

昭
和
六
十
一
年
自
治
省
令
第
二
十
二
号
。
以
下
「
救
助
省
令
」
と
い
う
。

昭
和
六
十
一
年
自
治
省
令
第
二
十
二
号
。
以
下
「
省
令
」
と
い
う
。
）
第

）
第
一
条
に
規
定
す
る
救
助
隊
を
い
う
。

一
条
に
規
定
す
る
救
助
隊
を
い
う
。

九

（
略
）

九

（
略
）

十

救
急
隊

消
防
法
第
二
条
第
九
号
に
規
定
す
る
救
急
業
務
を
行
う
消
防

十

救
急
隊

法
第
二
条
第
九
号
に
規
定
す
る
救
急
業
務
を
行
う
消
防
吏
員

吏
員
の
一
隊
を
い
う
。

の
一
隊
を
い
う
。

（
基
本
理
念
）

（
基
本
理
念
）

第
三
条

市
町
村
は
、
住
民
の
消
防
需
要
に
的
確
に
対
応
す
る
た
め
、
次
の
各

第
三
条

市
町
村
は
、
住
民
の
消
防
需
要
に
的
確
に
対
応
す
る
た
め
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
事
項
に
配
慮
し
つ
つ
、
消
防
力
を
整
備
す
る
も
の
と
す
る
。

号
に
掲
げ
る
事
項
に
配
慮
し
つ
つ
、
消
防
力
を
整
備
す
る
も
の
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

大
規
模
な
災
害
や
武
力
攻
撃
事
態
等
に
対
応
す
る
た
め
、
他
の
市
町
村

四

大
規
模
な
災
害
や
武
力
攻
撃
事
態
等
に
対
応
す
る
た
め
、
他
の
市
町
村

、
都
道
府
県
及
び
関
係
機
関
と
広
域
的
な
協
力
体
制
を
確
保
す
る
と
と
も

、
都
道
府
県
及
び
関
係
機
関
と
協
力
し
つ
つ
、
広
域
的
な
対
応
体
制
を
確

に
、
住
民
の
避
難
誘
導
等
を
的
確
に
実
施
す
る
こ
と
。

保
す
る
と
と
も
に
、
住
民
の
避
難
誘
導
等
を
的
確
に
実
施
す
る
こ
と
。

第
二
章

施
設
に
係
る
指
針

第
二
章

施
設
に
係
る
指
針

（
署
所
の
数
）

（
署
所
及
び
市
街
地
に
配
置
す
る
動
力
消
防
ポ
ン
プ
の
数
）

第
四
条

市
街
地

第
四
条

市
街
地
（
次
項
に
規
定
す
る
積
雪
寒
冷
地
の
市
街
地
を
除
く
。
以
下

に
は
、
署
所
を
設
置
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
数
は

本
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
は
、
署
所
を
設
置
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
数
は

、
別
表
第
一
（
積
雪
寒
冷
の
度
の
甚
だ
し
い
地
域
（
以
下
「
積
雪
寒
冷
地
」

、
別
表
第
一

と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
別
表
第
二
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
掲
げ
る
市
街
地

の
人

に
掲
げ
る
市
街
地
の
区
域
内
の
人
口
に
つ
い
て
別
表
第
一
に
定
め
る
署
所
の

口
に
つ
い
て
同
表
に
定
め
る
数
を
基
準
と
し
て
、
地
域
に
お
け
る
、
地
勢
、



数
を
基
準
と
し
て
、
地
域
に
お
け
る

地
勢
、
道
路
事
情
、
建
築
物
の
構
造

道
路
事
情
、
建
築
物
の
構
造
等
の
事
情
（
以
下
「
諸
事
情
」
と
い
う
。
）
を

等
の
特
性
（
以
下
「
地
域
特
性
」
と
い
う
。
）
を
勘
案
し
た
数
と
す
る
。

勘
案
し
た
数
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
市
街
地
の
う
ち
そ
の
区
域
内
の
人
口
が
三

２

前
項
の
規
定
は
、
積
雪
寒
冷
の
度
の
は
な
は
だ
し
い
地
域
（
以
下
「
積
雪

十
万
を
超
え
る
も
の
（
以
下
「
大
市
街
地
」
と
い
う
。
）
に
設
置
す
る
署
所

寒
冷
地
」
と
い
う
。
）
の
市
街
地
に
設
置
す
る
署
所
の
数
に
つ
い
て
準
用
す

の
数
は
、
当
該
大
市
街
地
を
人
口
三
十
万
単
位
の
地
域
に
分
割
し
、
当
該
分

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
別
表
第
一
」
と
あ
る
の
は
「
別
表
第
二
」
と

割
に
係
る
地
域
を
一
の
市
街
地
と
み
な
し
て
、
当
該
地
域
の
人
口
に
つ
い
て

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

そ
れ
ぞ
れ
別
表
第
一
に
定
め
る
署
所
の
数
を
合
算
し
て
得
た
数
を
基
準
と
し

て
、
地
域
特
性
を
勘
案
し
た
数
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
表
中
「

市
街
地
の
区
域
内
の
人
口
」
と
あ
る
の
は
「
分
割
に
係
る
地
域
の
人
口
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

市
街
地
に
該
当
し
な
い
地
域
に
は
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
当
該
地
域
に

３

第
一
項
の
規
定
は
、
市
街
地
に
設
置
す
る
署
所
及
び
市
街
地
の
消
防
団
が

署
所
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

当
該
市
街
地
に
お
い
て
管
理
す
べ
き
動
力
消
防
ポ
ン
プ
の
数
に
つ
い
て
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
別
表
第
一
」
と
あ
る
の
は
「
別

表
第
三
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
削
る
）

４

第
一
項
の
規
定
は
、
積
雪
寒
冷
地
の
市
街
地
に
設
置
す
る
署
所
及
び
積
雪

寒
冷
地
の
市
街
地
の
消
防
団
が
当
該
積
雪
寒
冷
地
の
市
街
地
に
お
い
て
管
理

す
べ
き
動
力
消
防
ポ
ン
プ
の
数
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

、
第
一
項
中
「
別
表
第
一
」
と
あ
る
の
は
「
別
表
第
四
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。

（
動
力
消
防
ポ
ン
プ
の
数
）

（
人
口
三
十
万
を
超
え
る
市
街
地
の
署
所
及
び
動
力
消
防
ポ
ン
プ
の
数
）

第
五
条

市
街
地
に
は
、
動
力
消
防
ポ
ン
プ
を
配
置
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
数

第
五
条

人
口
三
十
万
を
超
え
る
市
街
地
（
次
項
に
規
定
す
る
積
雪
寒
冷
地
の

は
、
別
表
第
三
（
積
雪
寒
冷
地
に
あ
っ
て
は
、
別
表
第
四
。
以
下
こ
の
条
に

市
街
地
を
除
く
。
以
下
本
条
に
お
い
て
「
大
市
街
地
」
と
い
う
。
）
に
設
置

お
い
て
同
じ
。
）
に
掲
げ
る
市
街
地
の
区
域
内
の
人
口
に
つ
い
て
別
表
第
三

す
る
署
所
の
数
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
大
市
街
地

に
定
め
る
消
防
本
部
又
は
署
所
及
び
消
防
団
の
管
理
す
る
動
力
消
防
ポ
ン
プ

を
人
口
三
十
万
を
単
位
と
し
た
地
域
に
分
割
し
、
当
該
分
割
に
係
る
地
域
を

の
数
を
基
準
と
し
て
、
地
域
特
性
を
勘
案
し
た
数
と
す
る
。

一
の
市
街
地
と
み
な
し
て
、
当
該
地
域
の
人
口
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
別
表
第

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
大
市
街
地
に
配
置
す
る
動
力
消
防
ポ
ン
プ

一
に
定
め
る
数
を
合
算
し
て
得
た
数
を
基
準
と
し
て
、
地
域
に
お
け
る
諸
事

の
数
は
、
当
該
大
市
街
地
を
人
口
三
十
万
単
位
の
地
域
に
分
割
し
、
当
該
分

情
を
勘
案
し
た
数
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
別
表
第
一
中
「
市
街
地

割
に
係
る
地
域
を
一
の
市
街
地
と
み
な
し
て
、
当
該
地
域
の
人
口
に
つ
い
て

の
人
口
」
と
あ
る
の
は
「
分
割
に
係
る
地
域
の
人
口
」
と
読
み
替
え
る
も
の



そ
れ
ぞ
れ
別
表
第
三
に
定
め
る
消
防
本
部
又
は
署
所
及
び
消
防
団
の
管
理
す

と
す
る
。

る
動
力
消
防
ポ
ン
プ
の
数
を
合
算
し
て
得
た
数
を
基
準
と
し
て
、
地
域
特
性

２

前
項
の
規
定
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
積
雪
寒
冷
地
の

を
勘
案
し
た
数
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
表
中
「
市
街
地
の
区
域

人
口
三
十
万
を
超
え
る
市
街
地
（
以
下
本
条
に
お
い
て
「
積
雪
寒
冷
地
の
大

内
の
人
口
」
と
あ
る
の
は
「
分
割
に
係
る
地
域
の
人
口
」
と
読
み
替
え
る
も

市
街
地
」
と
い
う
。
）
に
設
置
す
る
署
所
の
数
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

の
と
し
、
分
割
に
係
る
地
域
の
人
口
が
七
万
未
満
の
場
合
に
は
、
当
該
地
域

場
合
に
お
い
て
、
「
別
表
第
一
」
と
あ
る
の
は
「
別
表
第
二
」
と
読
み
替
え

に
配
置
す
る
動
力
消
防
ポ
ン
プ
の
数
は
、
別
表
第
五
に
掲
げ
る
分
割
に
係
る

る
も
の
と
す
る
。

地
域
の
人
口
に
つ
い
て
、
同
表
の
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

３

第
一
項
の
規
定
は
、
前
条
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
大
市
街
地
に

３

準
市
街
地
に
配
置
す
る
動
力
消
防
ポ
ン
プ
の
数
は
、
別
表
第
六
に
掲
げ
る

設
置
す
る
署
所
及
び
大
市
街
地
の
消
防
団
が
当
該
大
市
街
地
に
お
い
て
管
理

準
市
街
地
の
区
域
内
の
人
口
に
つ
い
て
同
表
に
定
め
る
動
力
消
防
ポ
ン
プ
の

す
べ
き
動
力
消
防
ポ
ン
プ
の
数
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

数
を
基
準
と
し
て
、
地
域
特
性
を
勘
案
し
た
数
と
す
る
。

、
第
一
項
中
「
別
表
第
一
」
と
あ
る
の
は
「
別
表
第
三
」
と
読
み
替
え
る
も

４

前
項
の
規
定
に
よ
る
動
力
消
防
ポ
ン
プ
の
数
は
、
動
力
消
防
ポ
ン
プ
に
つ

の
と
す
る
。
た
だ
し
、
分
割
に
係
る
地
域
の
人
口
が
七
万
未
満
の
場
合
に
は

い
て
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
口
数
を
基
礎
と
し
て
算
出
す
る
。

、
当
該
地
域
に
係
る
動
力
消
防
ポ
ン
プ
の
数
は
、
別
表
第
五
に
掲
げ
る
分
割

消
防
ポ
ン
プ
自
動
車

二
口

に
係
る
地
域
の
人
口
に
つ
い
て
、
同
表
の
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

手
引
動
力
ポ
ン
プ

一
口

４

第
一
項
の
規
定
は
、
前
条
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
積
雪
寒
冷
地

小
型
動
力
ポ
ン
プ

一
口

の
大
市
街
地
に
設
置
す
る
署
所
及
び
積
雪
寒
冷
地
の
大
市
街
地
の
消
防
団
が

５

市
街
地
及
び
準
市
街
地
に
該
当
し
な
い
地
域
に
は
、
地
域
の
実
情
に
応
じ

当
該
積
雪
寒
冷
地
の
大
市
街
地
に
お
い
て
管
理
す
べ
き
動
力
消
防
ポ
ン
プ
の

て
、
必
要
な
数
の
動
力
消
防
ポ
ン
プ
を
配
置
す
る
も
の
と
す
る
。

数
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
別
表
第
一
」

６

第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
る
動
力
消
防
ポ
ン
プ
は

と
あ
る
の
は
「
別
表
第
四
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
分
割

、
消
防
本
部
若
し
く
は
署
所
又
は
消
防
団
が
管
理
す
る
も
の
と
す
る
。

に
係
る
地
域
の
人
口
が
七
万
未
満
の
場
合
に
は
、
当
該
地
域
に
係
る
動
力
消

防
ポ
ン
プ
の
数
は
、
別
表
第
五
に
掲
げ
る
分
割
に
係
る
地
域
の
人
口
に
つ
い

て
、
同
表
の
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

（
削
る
）

（
準
市
街
地
に
配
置
す
る
動
力
消
防
ポ
ン
プ
の
数
）

第
六
条

準
市
街
地
に
は
、
別
表
第
六
に
掲
げ
る
準
市
街
地
の
人
口
に
つ
い
て

、
同
表
に
定
め
る
数
を
基
準
と
し
て
、
地
域
に
お
け
る
諸
事
情
を
勘
案
し
た

数
の
動
力
消
防
ポ
ン
プ
を
配
置
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
動
力
消
防
ポ
ン
プ
の
数
は
、
動
力
消
防
ポ
ン
プ
に
つ

い
て
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
口
数
を
基
礎
と
し
て
算
出
す
る
。

消
防
ポ
ン
プ
自
動
車

二
口



手
引
動
力
ポ
ン
プ

一
口

小
型
動
力
ポ
ン
プ

一
口

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
動
力
消
防
ポ
ン
プ
は
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
署

所
又
は
消
防
団
が
管
理
す
る
も
の
と
す
る
。

（
削
る
）

（
市
街
地
に
該
当
し
な
い
地
域
に
お
け
る
消
防
力
）

第
七
条

市
街
地
に
該
当
し
な
い
地
域
に
は
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
当
該
地

域
に
署
所
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

市
街
地
及
び
準
市
街
地
に
該
当
し
な
い
地
域
に
は
、
当
該
地
域
の
実
情
に

応
じ
て
、
必
要
な
数
の
動
力
消
防
ポ
ン
プ
を
配
置
し
、
署
所
又
は
消
防
団
が

こ
れ
を
管
理
す
る
も
の
と
す
る
。

（
旅
館
等
の
割
合
の
大
き
い
市
街
地
及
び
準
市
街
地
の
特
例
）

（
旅
館
等
の
割
合
の
大
き
い
市
街
地
及
び
準
市
街
地
の
特
例
）

第
六
条

市
街
地
又
は
準
市
街
地
の
区
域
内
に
お
け
る
消
防
法
施
行
令
（
昭
和

第
八
条

市
街
地
又
は
準
市
街
地

に
お
け
る
消
防
法
施
行
令
（
昭
和

三
十
六
年
政
令
第
三
十
七
号
）
別
表
第
一
（
以
下
「
令
別
表
」
と
い
う
。
）

三
十
六
年
政
令
第
三
十
七
号
）
別
表
第
一
（
以
下
「
令
別
表
」
と
い
う
。
）

に
定
め
る
（
五
）
項
イ
の
防
火
対
象
物
の
数
の
当
該
市
街
地
又
は
準
市
街
地

に
定
め
る
（
五
）
項
イ
の
防
火
対
象
物
の
数
の
当
該
市
街
地
又
は
準
市
街
地

の
区
域
内
の
人
口
に
対
す
る
割
合
が
、
他
の
市
街
地
又
は
準
市
街
地
の
区
域

の
人
口
に
対
す
る
割
合
が
、
他
の
市
街
地
又
は
準
市
街
地

内
に
お
け
る
割
合
に
比
し
て
著
し
く
大
き
い
と
き
は
、
第
四
条
及
び
第
五
条

に
お
け
る
割
合
に
比
し
て
著
し
く
大
き
い
と
き
は
、
第
四
条
、
第
五
条
及

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
市
街
地
又
は
準
市
街
地
の
区
域
内
の
人

び
第
六
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
市
街
地
又
は
準
市
街

口
に
、
次
の
算
式
に
よ
り
算
出
さ
れ
た
人
口
を
加
え
た
数
を
当
該
市
街
地
又

地

の
人
口
に
、
次
の
算
式
に
よ
り
算
出
さ
れ
た
人
口
を
加
え
た
数

は
準
市
街
地
の
区
域
内
の
人
口
と
み
な
す
。

を
当
該
市
街
地
又
は
準
市
街
地

の
人
口
と
み
な
す
。

P

＝
（a

-
0
.
6
4
p

）/
3
1

P
=

（a
0
.
6
4
p

）/
3
1

-

こ
の
算
式
に
お
い
て
、
Ｐ
、
ｐ
及
び
ａ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す

こ
の
算
式
に
お
い
て
、
Ｐ
、
ｐ
及
び
ａ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す

も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

Ｐ

加
算
す
る
人
口
（
小
数
点
一
位
以
下
は
、
切
り
捨
て
る
。
）

Ｐ

加
算
す
る
人
口
（
小
数
点
一
位
以
下
は
、
切
り
捨
て
る
。
）

ｐ

当
該
市
街
地
又
は
準
市
街
地
の
区
域
内
の
人
口

ｐ

当
該
市
街
地
又
は
準
市
街
地

の
人
口

ａ

当
該
市
街
地
又
は
準
市
街
地
の
区
域
内
に
お
け
る
令
別
表
に
定
め
る
（
五

ａ

当
該
市
街
地
又
は
準
市
街
地

に
お
け
る
令
別
表
に
定
め
る
（
五

）
項
イ
の
防
火
対
象
物
の
延
べ
面
積
の
合
計
の
数
値
（
一
平
方
メ
ー
ト
ル
未

）
項
イ
の
防
火
対
象
物
の
延
べ
面
積
の
合
計
の
数
値
（
一
平
方
メ
ー
ト
ル
未

満
は
、
切
り
捨
て
る
。
）

満
は
、
切
り
捨
て
る
。
）



（
は
し
ご
自
動
車
）

（
は
し
ご
自
動
車
又
は
屈
折
は
し
ご
自
動
車
）

第
七
条

高
さ
十
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
建
築
物
（
以
下
「
中
高
層
建
築
物
」
と

第
九
条

高
さ
十
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
建
築
物
（
以
下
「
中
高
層
建
築
物
」
と

い
う
。
）
の
火
災
の
鎮
圧
等
の
た
め
、
一
の
消
防
署
の
管
轄
区
域
に
中
高
層

い
う
。
）
の
火
災
の
鎮
圧
等
の
た
め
、
一
の
消
防
署
の
管
轄
区
域
に
中
高
層

建
築
物
の
数
が
お
お
む
ね
十
棟
以
上
、
又
は
令
別
表
中
（
一
）
項
、
（
四
）

建
築
物
の
数
が
お
お
む
ね
十
棟
以
上
、
又
は
令
別
表
中
（
一
）
項
、
（
四
）

項
、
（
五
）
項
イ
及
び
（
六
）
項
イ
等
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
う
ち
中
高

項
、
（
五
）
項
イ
及
び
（
六
）
項
イ
等
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
う
ち
中
高

層
建
築
物
の
数
が
お
お
む
ね
五
棟
以
上
あ
る
場
合
に
は
、
は
し
ご
自
動
車
（

層
建
築
物

が
お
お
む
ね
五
棟
以
上
あ
る
場
合
に
は
、
は
し
ご
自
動
車
又

屈
折
は
し
ご
自
動
車
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
一
台
以
上
を
当
該
消
防
署
又

は
屈
折
は
し
ご
自
動
車
一
台
以
上
を
当
該
消
防
署
又
は
そ
の
出
張
所
に
配
置

は
そ
の
出
張
所
に
配
置
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
消
防
署
の
管
轄

す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
消
防
署
の
管
轄
区
域
が
次
の
各
号
の
い

区
域
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
、
か
つ
、
延
焼
防
止
の
た
め
の
消

ず
れ
に
も
該
当
し
、
か
つ
、
延
焼
防
止
の
た
め
の
消
防
活
動
に
支
障
の
な
い

防
活
動
に
支
障
の
な
い
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

当
該
消
防
署
の
管
轄
区
域
に
存
す
る
中
高
層
建
築
物
に
お
け
る
火
災
等

二

当
該
消
防
署
の
管
轄
区
域
に
存
す
る
中
高
層
建
築
物
に
お
け
る
火
災
等

に
お
い
て
、
当
該
消
防
署
と
そ
の
管
轄
区
域
が
隣
接
す
る
消
防
署
又
は
そ

に
お
い
て
、
当
該
消
防
署
に
隣
接
す
る
消
防
署
又
は
そ
の
出
張
所
に
配
置

の
出
張
所
に
配
置
さ
れ
た
は
し
ご
自
動
車

が
出

さ
れ
た
は
し
ご
自
動
車
又
は
屈
折
は
し
ご
自
動
車
が
出
動
か
ら
現
場
で
の

動
か
ら
現
場
で
の
活
動
の
開
始
ま
で
三
十
分
未
満
で
完
了
す
る
こ
と
が
で

活
動
の
開
始
ま
で
三
十
分
未
満
で
完
了
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

き
る
こ
と
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
は
し
ご
自
動
車

は
、
署
所

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
は
し
ご
自
動
車
又
は
屈
折
は
し
ご
自
動
車
は
、
署
所

が
管
理
す
る
も
の
と
す
る
。

が
管
理
す
る
も
の
と
す
る
。

（
化
学
消
防
車
）

（
化
学
消
防
車
）

第
八
条

危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
三
百
六
号

第
十
条

危
険
物
の
製
造
所
等
（
危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十

）
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
製
造
所
等
（
以
下
「
危
険
物
の
製
造
所
等
」

四
年
政
令
第
三
百
六
号
）
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
「
製
造
所
等
」
を
い

と
い
う
。
）
及
び
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す

う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
原
子
炉
設
置
事
業
所
等
の
火
災
の
鎮
圧
の
た
め
、

る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
。
以
下
「
核
原
料
物
質
等
規

化
学
消
防
車
（
大
型
化
学
消
防
車

を
含
む
。
以

制
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
原
子
炉
を
設
置
し
て
い
る

下
同
じ
。
）
を
配
置
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
数
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
数

事
業
所
等
（
以
下
「
原
子
炉
設
置
事
業
所
等
」
と
い
う
。
）
の
火
災
の
鎮
圧

を
合
算
し
て
得
た
数
を
基
準
と
し
て
、
市
町
村
に
存
す
る
製
造
所
等
及
び
原

の
た
め
、
化
学
消
防
車
（
大
型
化
学
消
防
車
及
び
大
型
化
学
高
所
放
水
車
を

子
炉
設
置
事
業
所
等
の
数
、
規
模
、
種
類
等
を
勘
案
し
た
数
と
す
る
。

含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
配
置
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
数
は
、
次
の
各
号
に



掲
げ
る
数
を
合
算
し
て
得
た
数
を
基
準
と
し
て
、
市
町
村
に
存
す
る
危
険
物

の
製
造
所
等
及
び
原
子
炉
設
置
事
業
所
等
の
数
、
規
模
、
種
類
等
を
勘
案
し

た
数
と
す
る
。

一

消
防
法
別
表
第
一
に
定
め
る
第
四
類
の
危
険
物
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り

一

法
別
表
第
一
に
定
め
る
第
四
類
の
危
険
物
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う

扱
う
製
造
所
、
屋
内
貯
蔵
所
、
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
、
屋
外
貯
蔵
所
及
び

製
造
所
、
屋
内
貯
蔵
所
、
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
、
屋
外
貯
蔵
所
及
び
一
般

一
般
取
扱
所
（
以
下
「
第
四
類
危
険
物
の
五
対
象
施
設
」
と
い
う
。
）
の

取
扱
所
（
以
下
「
第
四
類
危
険
物
の
五
対
象
施
設
」
と
い
う
。
）
の
数
に

施
設
ご
と
の
数
に
、
別
表
第
七
に
定
め
る
第
四
類
危
険
物
の
五
対
象
施
設

応
じ
左
に
掲
げ
る
台
数

ご
と
の
補
正
係
数
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
数
の
合
計
（
以
下
「
補
正
後

施
設
合
計
数
」
と
い
う
。
）
に
応
じ
次
に
掲
げ
る
台
数

イ

補
正
後
施
設
合
計
数
が
五
十
以
上
五
百
未
満
の
場
合

一
台

イ

第
四
類
危
険
物
の
五
対
象
施
設
の
数
が
五
十
以
上
五
百
未
満
の
場
合

一
台

ロ

補
正
後
施
設
合
計
数
が
五
百
以
上
千
未
満
の
場
合

二
台

ロ

第
四
類
危
険
物
の
五
対
象
施
設
の
数
が
五
百
以
上
千
未
満
の
場
合

二
台

ハ

補
正
後
施
設
合
計
数
が
千
以
上
の
場
合

二
台
に
千
を
超
え
る
補
正

ハ

第
四
類
危
険
物
の
五
対
象
施
設
の
数
が
千
以
上
の
場
合
、
二
台
に
千

後
施
設
合
計
数
お
お
む
ね
千
ご
と
に
一
台
を
加
算
し
た
台
数

を
超
え
る
第
四
類
危
険
物
の
五
対
象
施
設
の
数
お
お
む
ね
千
ご
と
に
一

台
を
加
算
し
た
台
数

二

第
四
類
危
険
物
の
五
対
象
施
設
の
う
ち
危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
規
則

二

製
造
所
、
屋
内
貯
蔵
所
、
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
、
屋
外
貯
蔵
所
及
び
一

（
昭
和
三
十
四
年
総
理
府
令
第
五
十
五
号
）
第
四
十
七
条
の
四
に
該
当
す

般
取
扱
所
（
危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
総
理
府
令

る
も
の
以
外
の
も
の
に
お
い
て
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
第
四
類
危
険
物

第
五
十
五
号
）
第
四
十
七
条
の
四
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
お
い

の
貯
蔵
最
大
数
量
及
び
取
扱
最
大
数
量
を
合
算
し
て
得
た
数
量
（
以
下
「

て
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
第
四
類
危
険
物
の
貯
蔵
最
大
数
量
及
び
取
扱

第
四
類
危
険
物
の
最
大
貯
蔵
・
取
扱
量
」
と
い
う
。
）
に
応
じ
、
次
に
掲

最
大
数
量
を
合
算
し
て
得
た
数
量
（
以
下
「
第
四
類
危
険
物
の
最
大
貯
蔵

げ
る
台
数
（
た
だ
し
、
第
四
類
危
険
物
の
最
大
貯
蔵
・
取
扱
量
が
指
定
数

・
取
扱
量
」
と
い
う
。
）
に
応
じ
、
左
に
掲
げ
る
台
数
（
た
だ
し
、
第
四

量
（
消
防
法
第
九
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
数
量
を
い
う
。
以
下

類
危
険
物
の
最
大
貯
蔵
・
取
扱
量
が
指
定
数
量
（
法
第
九
条
の
四
第
一
項

同
じ
。
）
の
六
万
倍
未
満
の
場
合
に
お
い
て
、
同
一
事
業
所
の
屋
外
タ
ン

に
規
定
す
る
指
定
数
量
を
い
う
。

）
の
六
万
倍
未
満
の
場
合

ク
貯
蔵
所
で
第
四
類
の
危
険
物
を
貯
蔵
す
る
最
大
数
量
が
千
キ
ロ
リ
ッ
ト

に
お
い
て
、
同
一
事
業
所
の
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
で
第
四
類
の
危
険
物
を

ル
を
超
え
る
と
き
に
は
一
台
）

貯
蔵
す
る
最
大
数
量
が
千
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
る
と
き
に
は
一
台
）

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

三

核
原
料
物
質
等
規
制
法
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
発
電
用
原
子
炉
を

三

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭

設
置
し
て
い
る
工
場
若
し
く
は
事
業
所
又
は
同
条
第
十
項
に
規
定
す
る
再

和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
若
し
く



処
理
を
行
う
設
備
若
し
く
は
附
属
施
設
を
設
置
し
て
い
る
工
場
若
し
く
は

は
第
四
号
に
掲
げ
る
原
子
炉
を
設
置
し
て
い
る
工
場
若
し
く
は
事
業
所
又

事
業
所
の
数
が
一
以
上
の
場
合

一
台

は
同
法
第
四
十
四
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
再
処
理
施
設
を
設
置
し

て
い
る
工
場
若
し
く
は
事
業
所
の
数
が
一
以
上
の
場
合

一
台

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
化
学
消
防
車
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
る
消
防
ポ
ン

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
化
学
消
防
車
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
る
消
防
ポ
ン

プ
自
動
車
に
泡
を
放
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
装
置
を
備
え
た
も
の
は
、
消
防

プ
自
動
車
に
泡
を
放
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
装
置
を
備
え
た
も
の
は
、

本
部
又
は
署
所
が
管
理
す
る
も
の
と
す
る
。

署
所
が
管
理
す
る
も
の
と
す
る
。

（
大
型
化
学
消
防
車
等
）

（
大
型
化
学
消
防
車
、
大
型
高
所
放
水
車
及
び
泡
原
液
搬
送
車
）

第
九
条

市
町
村
の
区
域
内
に
、
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
施
行
令

第
十
一
条

市
町
村
の
区
域
内
に
、
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
施
行

（
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
百
二
十
九
号
。
以
下
「
石
災
法
施
行
令
」
と
い
う

令
（
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
百
二
十
九
号
。
以
下
「
政
令
」
と
い
う
。
）
第

。
）
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
を
設
置
し
て
い
る
石
油

八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
を
設
置
し
て
い
る
石
油
コ
ン
ビ

コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
八
十
四
号
。
以
下
「

ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
八
十
四
号

石
災
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
特
定
事
業
所
（
以
下
「

）
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
特
定
事
業
所
（
以
下
「
特
定

特
定
事
業
所
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
場
合
に
は
、
大
型
化
学
消
防
車
、
大
型

事
業
所
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
場
合
に
は
、
大
型
化
学
消
防
車
、
大
型
高
所

高
所
放
水
車
及
び
泡
原
液
搬
送
車
を
そ
れ
ぞ
れ
一
台
配
置
す
る
も
の
と
す
る

放
水
車
及
び
泡
原
液
搬
送
車
を
そ
れ
ぞ
れ
一
台
配
置
す
る
も
の
と
す
る
。
た

。
た
だ
し
、
他
の
市
町
村
か
ら
こ
れ
ら
の
応
援
出
動
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

だ
し
、
他
の
市
町
村
か
ら
こ
れ
ら
の
応
援
出
動
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場

る
場
合
等
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

合
等
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

市
町
村
の
区
域
内
に
、
石
災
法
施
行
令
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大

２

市
町
村
の
区
域
内
に
、
政
令
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
型
化
学
消

型
化
学
消
防
車
、
大
型
高
所
放
水
車
及
び
泡
原
液
搬
送
車
を
そ
れ
ぞ
れ
二
台

防
車
、
大
型
高
所
放
水
車
及
び
泡
原
液
搬
送
車
を
そ
れ
ぞ
れ
二
台
以
上
備
え

以
上
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
特
定
事
業
所
（
特
定
事
業
所
に
石
災
法

付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
特
定
事
業
所
（
特
定
事
業
所
に
政
令
第
八
条
第
二

施
行
令
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
送
泡
設
備
付
き
タ
ン
ク
が
あ
る
場
合
に

項
に
規
定
す
る
送
泡
設
備
付
き
タ
ン
ク
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
特
定
事
業

は
、
当
該
特
定
事
業
所
の
当
該
送
泡
設
備
付
き
タ
ン
ク
に
送
泡
設
備
が
な
い

所
の
当
該
送
泡
設
備
付
き
タ
ン
ク
に
送
泡
設
備
が
な
い
も
の
と
み
な
し
た
と

も
の
と
み
な
し
た
と
き
に
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
備
え
付
け
る
べ
き
そ

き
に
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
備
え
付
け
る
べ
き
そ
れ
ぞ
れ
の
台
数
を
、

れ
ぞ
れ
の
台
数
を
、
当
該
特
定
事
業
所
に
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
そ

当
該
特
定
事
業
所
に
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
そ
れ
ぞ
れ
の
台
数
と
み

れ
ぞ
れ
の
台
数
と
み
な
す
。
）
が
あ
り
、
か
つ
、
当
該
市
町
村
が
次
の
各
号

な
す
。
）
が
あ
り
、
か
つ
、
当
該
市
町
村
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当

の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
大
型
化

す
る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
大
型
化
学
消
防
車
、
大
型
高

学
消
防
車
、
大
型
高
所
放
水
車
及
び
泡
原
液
搬
送
車
を
そ
れ
ぞ
れ
二
台
配
置

所
放
水
車
及
び
泡
原
液
搬
送
車
を
そ
れ
ぞ
れ
二
台
配
置
す
る
も
の
と
す
る
。

す
る
も
の
と
す
る
。



一

当
該
市
町
村
の
区
域
内
に
あ
る
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
特
別
防
災
区
域

一

当
該
市
町
村
の
区
域
内
に
あ
る
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
特
別
防
災
区
域

（
石
災
法
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
特
別
防
災

（
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
石
油

区
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
石
油
の
最
大
貯
蔵
・
取
扱
量
が
四

コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
特
別
防
災
区
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
石
油

百
万
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

の
最
大
貯
蔵
・
取
扱
量
が
四
百
万
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二

（
略
）

二

（
略
）

３

前
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
大
型
化
学
高
所
放
水
車
を
一
台
配
置
し
た
と

３

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
市
町
村
が
配
置
す
る
大
型
化
学
消
防
車
、
大
型

き
は
、
大
型
化
学
消
防
車
及
び
大
型
高
所
放
水
車
を
そ
れ
ぞ
れ
一
台
配
置
し

高
所
放
水
車
及
び
泡
原
液
搬
送
車
は
、
署
所
が
管
理
す
る
も
の
と
す
る
。

た
も
の
と
み
な
す
。

４

前
三
項
の
規
定
に
よ
る
大
型
化
学
消
防
車
、
大
型
高
所
放
水
車
、
大
型
化

（
新
設
）

学
高
所
放
水
車
及
び
泡
原
液
搬
送
車
は
、
消
防
本
部
又
は
署
所
が
管
理
す
る

も
の
と
す
る
。

（
化
学
消
防
車
の
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
へ
の
換
算
）

（
化
学
消
防
車
の
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
へ
の
換
算
）

第
十
条

前
二
条
の
規
定
に
よ
り
化
学
消
防
車
を
配
置
す
る
場
合
に
は
、
地
域

第
十
二
条

前
二
条
の
規
定
に
よ
り
化
学
消
防
車
を
配
置
す
る
場
合
に
は
、
地

の
実
情
に
応
じ
て
、
化
学
消
防
車
を
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
と
み
な
し
て
、
第

域
の
実
情
に
応
じ
て
、
化
学
消
防
車
を
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
と
み
な
し
て
、

五
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
消
防
ポ
ン
プ
自

第
四
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
又
は
第
五
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
の

動
車
の
数
を
減
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

規
定
に
よ
る
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
の
数
を
減
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
泡
消
火
薬
剤
）

（
泡
消
火
薬
剤
）

第
十
一
条

市
町
村
の
区
域
内
の
第
四
類
危
険
物
の
五
対
象
施
設
の
数
、
第
四

第
十
三
条

市
町
村
の
区
域
内
の
第
四
類
危
険
物
の
五
対
象
施
設
の
数
、
第
四

類
危
険
物
の
最
大
貯
蔵
・
取
扱
量
、
原
子
炉
設
置
事
業
所
等
の
数
、
特
定
事

類
危
険
物
の
最
大
貯
蔵
・
取
扱
量
、
原
子
炉
設
置
事
業
所
等
の
数
、
特
定
事

業
所
の
数
並
び
に
石
災
法
施
行
令
第
八
条
に
規
定
す
る
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
の

業
所
の
数
並
び
に
政
令
第
八
条
に
規
定
す
る
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
の
型
、
直
径

型
、
直
径
及
び
そ
の
タ
ン
ク
に
貯
蔵
す
る
石
油
の
種
類
等
を
勘
案
し
、
必
要

及
び
そ
の
タ
ン
ク
に
貯
蔵
す
る
石
油
の
種
類
等
を
勘
案
し
、
必
要
な
量
の
泡

な
量
の
泡
消
火
薬
剤
を
備
蓄
す
る
も
の
と
す
る
。

消
火
薬
剤
を
備
蓄
す
る
も
の
と
す
る
。

（
消
防
艇
）

（
消
防
艇
）

第
十
二
条

水
域
に
接
し
た
地
域
の
火
災
の
鎮
圧
等
の
た
め
、
消
防
艇
を
配
置

第
十
四
条

水
域
に
接
し
た
地
域
の
火
災
の
鎮
圧
等
の
た
め
、
消
防
艇
を
配
置

す
る
も
の
と
し
、
そ
の
数
は
次
の
各
号
に
掲
げ
る
数
を
合
算
し
て
得
た
数
を

す
る
も
の
と
し
、
そ
の
数
は
次
の
各
号
に
掲
げ
る
数
を
合
算
し
て
得
た
数
を

基
準
と
し
て
、
地
域
特
性
を
勘
案
し
た
数
と
す
る
。

基
準
と
し
て
、
地
域
に
お
け
る
諸
事
情
を
勘
案
し
た
数
と
す
る
。



一

（
略
）

一

（
略
）

二

市
町
村
の
区
域
内
に
港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）

二

市
町
村
の
区
域
内
に
重
要
港
湾
（
港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二

第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
国
際
戦
略
港
湾
、
国
際
拠
点
港
湾
及
び
重
要

百
十
八
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
重
要
港
湾
を
い
う
。
）
等
が
あ

港
湾
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
港
湾
に
お
け
る
火
災
の
鎮
圧
等
に
、
必
要

る
場
合
に
は
、
当
該
重
要
港
湾
等
に
お
け
る
火
災
の
鎮
圧
等
に
、
必
要
と

と
認
め
ら
れ
る
隻
数

認
め
ら
れ
る
隻
数

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
消
防
艇
は
、
消
防
本
部
又
は
署
所
が
管
理
す
る
も
の

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
消
防
艇
は
、

署
所
が
管
理
す
る
も
の

と
す
る
。

と
す
る
。

（
救
急
自
動
車
）

（
救
急
自
動
車
）

第
十
三
条

消
防
本
部
又
は
署
所
に
配
置
す
る
救
急
自
動
車
の
数
は
、
人
口
十

第
十
五
条

市
町
村
に
配
置
す
る
救
急
自
動
車
の
数
は
、
人
口
十
五
万
以
下
の

万
以
下
の
市
町
村
に
あ
っ
て
は
お
お
む
ね
人
口
二
万
ご
と
に
一
台
を
基
準
と

市
町
村
に
あ
っ
て
は
お
お
む
ね
人
口
三
万
ご
と
に
一
台
を
基
準
と
し
、
人
口

し
、
人
口
十
万
を
超
え
る
市
町
村
に
あ
っ
て
は
五
台
に
人
口
十
万
を
超
え
る

十
五
万
を
超
え
る
市
町
村
に
あ
っ
て
は
五
台
に
人
口
十
五
万
を
超
え
る
人
口

人
口
に
つ
い
て
お
お
む
ね
人
口
五
万
ご
と
に
一
台
を
加
算
し
た
台
数
を
基
準

に
つ
い
て
お
お
む
ね
人
口
六
万
ご
と
に
一
台
を
加
算
し
た
台
数
を
基
準
と
し

と
し
て
、
当
該
市
町
村
の
昼
間
人
口
、
高
齢
化
の
状
況
、
救
急
業
務
に
係
る

て
、
当
該
市
町
村
の
昼
間
人
口
及
び
一
世
帯
当
た
り
の
人
口
、
救
急
業
務
に

出
動
の
状
況
等
を
勘
案
し
た
数
と
す
る
。

係
る
出
動
の
状
況
等
を
勘
案
し
た
数
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
救
急
自
動
車
は
、
消
防
本
部
又
は
署
所
が
管
理
す
る

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
救
急
自
動
車
は
、

署
所
が
管
理
す
る

も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

（
救
助
工
作
車
）

（
救
助
工
作
車
）

第
十
四
条

消
防
本
部
又
は
署
所
に
、
救
助
省
令
第
三
条
に
規
定
す
る
救
助
隊

第
十
六
条

消
防
本
部
及
び
消
防
署
を
置
く
市
町
村
に
は
、
省
令
第
三
条
に
規

の
配
置
基
準
数
（
同
条
第
二
項
に
よ
る
増
減
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
増

定
す
る
救
助
隊
の
配
置
基
準
数
（
同
条
第
二
項
に
よ
る
増
減
を
行
っ
た
場
合

減
後
の
配
置
基
準
数
と
す
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
同
数
の
救
助
工

に
は
、
当
該
増
減
後
の
配
置
基
準
数
と
す
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と

作
車
を
配
置
す
る
も
の
と
す
る
。

同
数
の
救
助
工
作
車
を
配
置
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
救
助
隊
の
配
置
基
準
数
か
ら
救
助
省
令
第

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
救
助
隊
の
配
置
基
準
数
か
ら
省
令
第
四
条

四
条
に
規
定
す
る
数
（
同
条
第
二
項
に
よ
る
増
減
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
当

に
規
定
す
る
数
（
同
条
第
二
項
に
よ
る
増
減
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
増

該
増
減
後
の
数
と
す
る
。
）
を
控
除
し
た
数
に
つ
い
て
は
、
救
助
工
作
車
に

減
後
の
数
と
す
る
。
）
を
控
除
し
た
数
に
つ
い
て
は
、
救
助
工
作
車
に
代
え

代
え
て
、
同
様
の
救
助
器
具
積
載
能
力
を
有
す
る
消
防
用
自
動
車
等
（
第
十

て
、
同
様
の
救
助
器
具
積
載
能
力
を
有
す
る
第
十
九
条
に
規
定
す
る
救
助
工

七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
消
防
用
自
動
車
等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ

作
車
以
外
の
消
防
用
自
動
車
等
を
充
て
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
配
置
す
る
も

。
）
の
う
ち
救
助
工
作
車
以
外
の
も
の
を
充
て
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
配
置

の
と
さ
れ
る
救
助
工
作
車
の
台
数
か
ら
減
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。



す
る
も
の
と
さ
れ
る
救
助
工
作
車
の
台
数
か
ら
減
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
救
助
工
作
車
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
救
助
工
作

３

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
救
助
工
作
車

車
に
代
え
て
充
て
る
消
防
用
自
動
車
等
は
、
消
防
本
部
又
は
署
所
が
管
理
す

る
も
の
と
す
る
。

は
、
消
防
本
部
又
は
署
所
が
管
理
す
る
も
の
と
す
る
。

（
指
揮
車
）

（
指
揮
車
）

第
十
五
条

災
害
現
場
に
お
い
て
指
揮
活
動
を
行
う
た
め
、
指
揮
車
を
配
置
す

第
十
七
条

災
害
現
場
に
お
い
て
指
揮
活
動
を
行
う
た
め
、
指
揮
車
を
配
置
す

る
も
の
と
し
、
そ
の
数
は
市
町
村
に
お
け
る
消
防
署
の
数
と
同
数
を
基
準
と

る
も
の
と
し
、
そ
の
数
は
市
町
村
に
お
け
る
消
防
署
の
数
と
同
数
を
基
準
と

し
て
、
地
域
特
性
を
勘
案
し
た
数
と
す
る
。

し
て
、
地
域
に
お
け
る
諸
事
情
を
勘
案
し
た
数
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
特
殊
車
等
）

（
特
殊
車
等
）

第
十
六
条

第
五
条
、
第
七
条
か
ら
第
九
条
ま
で
及
び
前
四
条
の
規
定
に
よ
る

第
十
八
条

消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
、
第
九
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
及
び
前
四
条

消
防
の
た
め
の
出
動
に
使
用
す
る
自
動
車
等
の
ほ
か
、
火
災
の
鎮
圧
、
災
害

の
規
定
に
よ
る
は
し
ご
自
動
車
、
屈
折
は
し
ご
自
動
車
、
化
学
消
防
車
、
大

の
防
除
等
の
た
め
、
排
煙
車
、
林
野
火
災
工
作
車
、
防
災
工
作
車
、
後
方
支

型
高
所
放
水
車
、
泡
原
液
搬
送
車
、
消
防
艇
、
救
急
自
動
車
、
救
助
工
作
車

援
車
、
航
空
機
等
（
以
下
「
特
殊
車
等
」
と
い
う
。
）
を
地
域
の
実
情
に
応

及
び
指
揮
車
（
以
下
「
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
等
」
と
い
う
。
）
の
ほ
か
、
火

じ
て
配
置
す
る
も
の
と
す
る
。

災
の
鎮
圧
、
災
害
の
防
除
等
の
た
め
、
排
煙
車
、
林
野
火
災
工
作
車
、
防
災

工
作
車
、
後
方
支
援
車
、
航
空
機
等
（
以
下
「
特
殊
車
等
」
と
い
う
。
）
を

地
域
の
実
情
に
応
じ
て
配
置
す
る
も
の
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
非
常
用
消
防
用
自
動
車
等
）

（
非
常
用
消
防
自
動
車
等
及
び
非
常
用
救
急
自
動
車
）

第
十
七
条

第
五
条
の
規
定
に
よ
る
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
（
以
下
「
稼
働
中
の

第
十
九
条

救
急
自
動
車
を
除
く
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
等
及
び
特
殊
車
等
（
以

消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
」
と
い
う
。
）
に
加
え
、
水
火
災
等
の
発
生
時
に
始
業

下
「
消
防
用
自
動
車
等
」
と
い
う
。
）
の
ほ
か
、
水
火
災
等
の
発
生
時
に
交

の
時
刻
か
ら
終
業
の
時
刻
の
間
に
あ
る
警
防
要
員
以
外
の
者
を
動
員
し
て
対

替
制
に
よ
り
勤
務
す
る
職
員
の
う
ち
始
業
の
時
刻
か
ら
終
業
の
時
刻
の
間
に

処
す
る
必
要
の
あ
る
場
合
（
以
下
「
非
常
時
の
場
合
」
と
い
う
。
）
又
は
稼

あ
る
者
以
外
の
者
を
動
員
し
て
水
火
災
等
に
対
処
す
る
必
要
の
あ
る
場
合
に

働
中
の
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
が
故
障
し
た
場
合
等
に
使
用
す
る
た
め
、
人
口

当
該
職
員
が
搭
乗
す
る
た
め
の
消
防
用
自
動
車
等
及
び
稼
働
中
の
消
防
用
自

三
十
万
以
下
の
市
町
村
に
あ
っ
て
は
稼
働
中
の
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
八
台
ご

動
車
等
が
故
障
し
た
場
合
等
に
お
け
る
消
防
用
自
動
車
等
（
以
下
「
非
常
用

と
に
一
台
を
基
準
と
し
、
人
口
三
十
万
を
超
え
る
市
町
村
に
あ
っ
て
は
稼
働

消
防
自
動
車
等
」
と
い
う
。
）
を
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
配
置
す
る
も
の
と



中
の
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
四
台
ご
と
に
一
台
を
基
準
と
し
て
、
地
域
の
実
情

す
る
。

に
応
じ
て
予
備
の
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
（
以
下
「
非
常
用
消
防
ポ
ン
プ
自
動

車
」
と
い
う
。
）
を
配
置
す
る
も
の
と
す
る
。

２

第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
救
急
自
動
車
（
以
下
「
稼
働
中
の
救
急
自
動
車

２

第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
救
急
自
動
車
の
ほ
か
、
多
数
の
傷
病
者

」
と
い
う
。
）
に
加
え
、
多
数
の
傷
病
者
が
発
生
し
た
場
合
又
は
稼
働
中
の

が
発
生
し
た
場
合
又
は
稼
働
中
の
救
急
自
動
車
が
故
障
し
た
場
合
等
に
お
け

救
急
自
動
車
が
故
障
し
た
場
合
等
に
使
用
す
る
た
め
、
人
口
三
十
万
以
下
の

る
救
急
自
動
車
（
以
下
「
非
常
用
救
急
自
動
車
」
と
い
う
。
）
を
配
置
す
る

市
町
村
に
あ
っ
て
は
稼
働
中
の
救
急
自
動
車
六
台
ご
と
に
一
台
を
基
準
と
し

も
の
と
す
る
。

、
人
口
三
十
万
を
超
え
る
市
町
村
に
あ
っ
て
は
稼
働
中
の
救
急
自
動
車
四
台

ご
と
に
一
台
を
基
準
と
し
て
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
予
備
の
救
急
自
動
車

（
以
下
「
非
常
用
救
急
自
動
車
」
と
い
う
。
）
を
配
置
す
る
も
の
と
す
る
。

３

非
常
時
の
場
合
又
は
消
防
用
自
動
車
等
（
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
、
は
し
ご

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
非
常
用
消
防
自
動
車
等
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
る

自
動
車
、
化
学
消
防
車
、
大
型
高
所
放
水
車
、
泡
原
液
搬
送
車
、
救
急
自
動

非
常
用
救
急
自
動
車
は
、
消
防
本
部
又
は
署
所
が
管
理
す
る
も
の
と
す
る
。

車
、
救
助
工
作
車
、
指
揮
車
、
消
防
艇
及
び
特
殊
車
等
を
い
う
。
以
下
同
じ

。
）
の
う
ち
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
及
び
救
急
自
動
車
以
外
の
も
の
が
故
障
し

た
場
合
等
に
使
用
す
る
た
め
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
予
備
の
消
防
用
自
動

車
等
を
配
置
す
る
も
の
と
す
る
。

４

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
非
常
用
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
、
第
二
項
の
規
定
に

（
新
設
）

よ
る
非
常
用
救
急
自
動
車
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
る
非
常
時
の
場
合
等
に
使

用
す
る
た
め
の
消
防
用
自
動
車
等
（
以
下
「
非
常
用
消
防
用
自
動
車
等
」
と

い
う
。
）
は
、
消
防
本
部
又
は
署
所
が
管
理
す
る
も
の
と
す
る
。

（
Ｎ
Ｂ
Ｃ
災
害
対
応
資
機
材
）

（
Ｎ
Ｂ
Ｃ
災
害
対
応
資
機
材
）

第
十
八
条

消
防
本
部
又
は
署
所
に
、
当
該
市
町
村
の
人
口
規
模
、
国
際
空
港

第
二
十
条

消
防
本
部
及
び
消
防
署
を
置
く
市
町
村
に
は
、
当
該
市
町
村
の
人

等
及
び
原
子
力
施
設
等
の
立
地
そ
の
他
の
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、
放
射
性

口
規
模
、
国
際
空
港
等
及
び
原
子
力
施
設
等
の
立
地
そ
の
他
の
地
域
の
実
情

物
質
、
生
物
剤
及
び
化
学
剤
に
よ
る
災
害
に
対
応
す
る
た
め
の
資
機
材
（
以

に
応
じ
て
、
放
射
性
物
質
、
生
物
剤
及
び
化
学
剤
に
よ
る
災
害
に
対
応
す
る

下
「
Ｎ
Ｂ
Ｃ
災
害
対
応
資
機
材
」
と
い
う
。
）
を
配
置
す
る
も
の
と
す
る
。

た
め
の
資
機
材
（
以
下
「
Ｎ
Ｂ
Ｃ
災
害
対
応
資
機
材
」
と
い
う
。
）
を
配
置

す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
Ｎ
Ｂ
Ｃ
災
害
対
応
資
機
材
は
、
消
防
本
部
又
は
署
所

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
、
市
町
村
が
配
置
す
る
Ｎ
Ｂ
Ｃ
災
害
対
応
資
機
材
は

が
管
理
す
る
も
の
と
す
る
。

、
消
防
本
部
又
は
署
所
が
管
理
す
る
も
の
と
す
る
。



第
十
九
条
～
第
二
十
一
条

（
略
）

第
二
十
一
条
～
第
二
十
三
条

（
略
）

（
消
防
救
急
無
線
設
備
）

（
消
防
救
急
無
線
設
備
）

第
二
十
二
条

消
防
本
部
と
消
防
用
自
動
車
等
の
間
の
連
絡
及
び
消
防
用
自
動

第
二
十
四
条

消
防
本
部
と
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
等
、
特
殊
車
等
、
非
常
用
消

車
等
の
相
互
の
連
絡
の
た
め
、
消
防
本
部
及
び
消
防
用
自
動
車
等
に
、
消
防

防
自
動
車
等
及
び
非
常
用
救
急
自
動
車
の
間
の
連
絡
並
び
に
消
防
ポ
ン
プ
自

救
急
無
線
設
備
を
設
置
す
る
も
の
と
す
る
。

動
車
等
、
特
殊
車
等
、
非
常
用
消
防
自
動
車
等
及
び
非
常
用
救
急
自
動
車
の

相
互
の
連
絡
の
た
め
、
消
防
本
部
並
び
に
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
等
、
特
殊
車

等
、
非
常
用
消
防
自
動
車
等
及
び
非
常
用
救
急
自
動
車
に
、
消
防
救
急
無
線

設
備
を
設
置
す
る
も
の
と
す
る
。

（
消
防
本
部
及
び
署
所
の
耐
震
化
等
）

（
消
防
本
部
及
び
署
所
の
耐
震
化
等
）

第
二
十
三
条

消
防
本
部
及
び
署
所
の
庁
舎
は
、
地
震
災
害
及
び
風
水
害
時
等

第
二
十
五
条

消
防
本
部
及
び
署
所
の
庁
舎
は
、
地
震
災
害
時
に
お
い
て
災
害

に
お
い
て
災
害
応
急
対
策
の
拠
点
と
し
て
の
機
能
を
適
切
に
発
揮
す
る
た
め

応
急
対
策
の
拠
点
と
し
て
の
機
能
を
適
切
に
発
揮
す
る
た
め
、
十
分
な
耐
震

、
十
分
な
耐
震
性
を
有
し
、
か
つ
、
浸
水
に
よ
る
被
害
に
耐
え
得
る
よ
う
整

性
を
有
す
る
よ
う
整
備
す
る
も
の
と
す
る
。

備
す
る
も
の
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

３

消
防
本
部
は
、
大
規
模
な
地
震
災
害
及
び
風
水
害
時
等
に
お
い
て
、
消
防

（
新
設
）

本
部
又
は
署
所
の
庁
舎
が
被
災
に
よ
り
災
害
応
急
対
策
の
拠
点
と
し
て
の
機

能
を
維
持
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
に
備
え
、
他
の
署
所
、
公
共
施

設
等
を
活
用
し
て
当
該
機
能
を
確
保
す
る
計
画
を
あ
ら
か
じ
め
策
定
す
る
も

の
と
す
る
。

第
二
十
四
条

（
略
）

第
二
十
六
条

（
略
）

第
三
章

人
員
に
係
る
指
針

第
三
章

人
員
に
係
る
指
針

第
二
十
五
条

（
略
）

第
二
十
七
条

（
略
）

（
消
防
職
員
の
職
務
能
力
）

（
消
防
職
員
の
職
務
能
力
）



第
二
十
六
条

消
防
職
員
は
、
第
三
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
実
施
す
る
こ
と

第
二
十
八
条

消
防
職
員
は
、
第
三
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
実
施
す
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
、
訓
練
を
受
け
る
こ
と
等
を
通
じ
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区

が
で
き
る
よ
う
、
訓
練
を
受
け
る
こ
と
等
を
通
じ
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区

分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
能
力
を
備
え
、
そ
の
専
門
性
を
高
め
る
と

分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
能
力
を
備
え
、
そ
の
専
門
性
を
高
め
る
と

と
も
に
、
複
数
の
業
務
の
経
験
を
経
て
、
そ
れ
ら
の
知
識
及
び
技
術
を
有
す

と
も
に
、
複
数
の
業
務
の
知
識
、
技
術
及
び
経
験
を
経
る
こ
と
に
よ
り
、
職

る
こ
と
に
よ
り
、
職
務
能
力
を
総
合
的
に
高
め
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る

務
能
力
を
総
合
的
に
高
め
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

。一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

救
助
隊
の
隊
員

救
助
資
機
材
等
の
取
扱
い
及
び
各
種
災
害
に
お
け
る

四

救
助
隊
の
隊
員

救
助
資
機
材
等
の
取
扱
い
及
び
各
種
災
害
に
お
け
る

救
助
方
法
等
に
関
す
る
知
識
及
び
技
術
を
有
し
、
人
命
救
助
等
の
活
動
を

救
助
技
術
等
に
関
す
る
知
識
及
び
技
術
を
有
し
、
人
命
救
助
等
の
活
動
を

的
確
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
能
力

的
確
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
能
力

（
消
防
隊
の
隊
員
）

（
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
の
搭
乗
員
等
）

第
二
十
七
条

（
略
）

第
二
十
九
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

は
し
ご
自
動
車

（
市
街
地
に
該
当
し
な
い
地
域
に

３

は
し
ご
自
動
車
、
屈
折
は
し
ご
自
動
車
（
市
街
地
に
該
当
し
な
い
地
域
に

設
置
し
た
署
所
に
配
置
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
搭
乗
す
る
消
防
隊
の
隊
員

設
置
し
た
署
所
に
配
置
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
搭
乗
す
る
消
防
隊
の
隊
員

の
数
は
、
は
し
ご
自
動
車
一
台
に
つ
き
五
人
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
車
両

の
数
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
台
に
つ
き
五
人
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
車
両
に
は

に
は
し
ご
操
作
時
の
障
害
監
視
を
軽
減
す
る
た
め
の
自
動
停
止
装
置
を
有
し

し
ご
操
作
時
の
障
害
監
視
を
軽
減
す
る
た
め
の
自
動
停
止
装
置
を
有
し
、
か

、
か
つ
、
他
の
消
防
隊
又
は
救
助
隊
と
の
連
携
活
動
が
事
前
に
計
画
さ
れ
て

つ
、
他
の
消
防
隊
又
は
救
助
隊
と
の
連
携
活
動
が
事
前
に
計
画
さ
れ
て
い
る

い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
消
防
隊
の
隊
員
の
数
を
四
人
と
す
る
こ
と
が

場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
消
防
隊
の
隊
員
の
数
を
四
人
と
す
る
こ
と
が
で
き

で
き
る
。

る
。

４

（
略
）

４

（
略
）

５

消
防
用
自
動
車
等
の
う
ち
第
一
項
、
第
三
項
及
び
前
項
に
規
定
す
る
も
の

５

消
防
用
自
動
車
等
の
う
ち
第
一
項
、
第
三
項
及
び
前
項
に
規
定
す
る
も
の

以
外
の
も
の
（
救
急
自
動
車
、
航
空
機
の
う
ち
救
急
業
務
に
用
い
る
航
空
機

以
外
の
も
の
（

航
空
機
の
う
ち
救
急
業
務
に
用
い
る
航
空
機

（
以
下
「
救
急
用
航
空
機
」
と
い
う
。
）
、
救
助
工
作
車
及
び
指
揮
車
を
除

（
以
下
「
救
急
用
航
空
機
」
と
い
う
。
）
及
び
救
助
工
作
車

を

く
。
）
に
搭
乗
す
る
消
防
隊
の
隊
員
の
数
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
機
能
を
十
分
に

除
く
。
）
に
搭
乗
す
る
消
防
隊
の
隊
員
の
数
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
機
能
を
十
分

発
揮
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
数
と
す
る
。

に
発
揮
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
数
と
す
る
。

６

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
消
防
隊
の
隊
員
の
う
ち
、
一
人
は
、

６

第
一
項

の
規
定
に
よ
る
消
防
隊
の
隊
員
の
う
ち
、
一
人
は
、

消
防
本
部
及
び
署
所
に
あ
っ
て
は
消
防
士
長
以
上
の
階
級
に
あ
る
者
と
し
、

消
防
本
部
及
び
署
所
に
あ
っ
て
は
、
消
防
司
令
補
又
は
消
防
士
長
と
し
、
消



消
防
団
に
あ
っ
て
は
班
長
以
上
の
階
級
に
あ
る
者
と
す
る
も
の
と
す
る
。

防
団
に
あ
つ
て
は
、
部
長
又
は
班
長
と
す
る
も
の
と
す
る
。

（
削
除
）

７

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
消
防
隊
の
隊
員
の
う
ち
、
一
人
は
、
班
長

と
す
る
も
の
と
す
る
。

７

第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
消
防
隊
の
隊
員
の
う
ち
、
一
人
は
、

８

第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
消
防
隊
の
隊
員
の
う
ち
、
一
人
は
、

消
防
士
長
以
上
の
階
級
に
あ
る
者
と
す
る
も
の
と
す
る
。

消
防
司
令
補
又
は
消
防
士
長
と
す
る
も
の
と
す
る
。

（
救
急
隊
の
隊
員
）

（
救
急
隊
の
隊
員
）

第
二
十
八
条

救
急
自
動
車
に
搭
乗
す
る
救
急
隊
の
隊
員
の
数
は
、
救
急
自
動

第
三
十
条

救
急
自
動
車
に
搭
乗
す
る
救
急
隊
の
隊
員
の
数
は
、
救
急
自
動
車

車
一
台
に
つ
き
三
人
と
す
る
。
た
だ
し
、
傷
病
者
を
一
の
医
療
機
関
か
ら
他

一
台
に
つ
き
三
人
と
す
る
。
た
だ
し
、
傷
病
者
を
一
の
医
療
機
関
か
ら
他
の

の
医
療
機
関
へ
搬
送
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
医
療
機
関
に
勤
務
す

医
療
機
関
へ
搬
送
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
医
療
機
関
に
勤
務
す
る

る
医
師
、
看
護
師
、
准
看
護
師
又
は
救
急
救
命
士
が
救
急
自
動
車
に
同
乗
し

医
師
、
看
護
師
、
准
看
護
師
又
は
救
急
救
命
士
が
救
急
自
動
車
に
同
乗
し
て

て
い
る
と
き
は
、
救
急
自
動
車
一
台
に
つ
き
二
人
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

い
る
と
き
は
、
救
急
自
動
車
一
台
に
つ
き
二
人
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

救
急
業
務
の
対
象
と
な
る
事
案
が
特
に
多
い
地
域
に
お
い
て
は
、
地
域
の

（
新
設
）

実
情
に
応
じ
て
前
項
の
規
定
に
よ
る
救
急
自
動
車
に
搭
乗
す
る
救
急
隊
の
隊

員
の
代
替
要
員
を
確
保
す
る
も
の
と
す
る
。

３

（
略
）

２

（
略
）

４

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
救
急
自
動
車
に
搭
乗
す
る
救
急
隊
の
隊
員
の
う
ち

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
救
急
自
動
車
に
搭
乗
す
る
救
急
隊
の
隊
員
の
う
ち

、
一
人
は
、
消
防
士
長
以
上
の
階
級
に
あ
る
者
と
す
る
も
の
と
す
る
。

、
一
人
は
、
消
防
司
令
補
又
は
消
防
士
長
と
す
る
も
の
と
す
る
。

５

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
救
急
自
動
車
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
救
急
用

４

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
救
急
自
動
車
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
救
急
用

航
空
機
に
搭
乗
す
る
救
急
隊
の
隊
員
の
う
ち
、
一
人
以
上
は
、
救
急
救
命
士

航
空
機
に
搭
乗
す
る
救
急
隊
の
隊
員
の
う
ち
、
一
人
以
上
は
、
救
急
救
命
士

と
す
る
も
の
と
す
る
。

法
（
平
成
三
年
法
律
第
三
十
六
号
）
第
三
条
に
基
づ
き
救
急
救
命
士
の
免
許

を
受
け
て
い
る
者
と
す
る
も
の
と
す
る
。

（
救
助
隊
の
隊
員
等
）

（
救
助
隊
の
隊
員
等
）

第
二
十
九
条

（
略
）

第
三
十
一
条

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
救
助
工
作
車
に
搭
乗
す
る
救
助
隊
の
隊
員
の
う
ち
、

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
救
助
工
作
車
に
搭
乗
す
る
救
助
隊
の
隊
員
の
う
ち
、

一
人
は
、
消
防
士
長
以
上
の
階
級
に
あ
る
者
と
す
る
も
の
と
す
る
。

一
人
は
、
消
防
司
令
補
又
は
消
防
士
長
と
す
る
も
の
と
す
る
。

３

人
命
救
助
を
必
要
と
す
る
災
害
又
は
事
故
が
多
発
す
る
地
域
に
お
い
て
は

３

人
命
救
助
を
必
要
と
す
る
災
害
又
は
事
故
が
多
発
す
る
地
域
に
お
い
て
は

、

、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
救
助
隊
の
隊
員
に
加
え
て
、
消
防
本
部
若
し
く
は

消
防
団
に
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
必
要
と
認
め
ら
れ
る
数
の
救
助

署
所
又
は
消
防
団
に
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
必
要
と
認
め
ら
れ
る
数
の
救
助



の
た
め
の
要
員
を
配
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

の
た
め
の
要
員
を
配
置
す
る
も
の
と
す
る
。

（
指
揮
隊
の
隊
員
）

（
指
揮
隊
の
隊
員
）

第
三
十
条

（
略
）

第
三
十
二
条

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
指
揮
車
に
搭
乗
す
る
指
揮
隊
の
隊
員
の
う
ち
、
一
人

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
指
揮
車
に
搭
乗
す
る
指
揮
隊
の
隊
員
の
う
ち
、
一
人

は
、
消
防
司
令
以
上
の
階
級
に
あ
る
者
と
す
る
。

は
、
消
防
司
令
長
又
は
消
防
司
令
と
す
る
。

（
通
信
員
）

（
通
信
員
）

第
三
十
一
条

（
略
）

第
三
十
三
条

（
略
）

２

消
防
本
部
に
配
置
す
る
通
信
員
の
総
数
は
、
人
口
三
十
万
以
下
の
市
町
村

２

消
防
本
部
に
配
置
す
る
通
信
員
の
総
数
は
、
お
お
む
ね
人
口
十
万
ご
と
に

に
あ
っ
て
は
お
お
む
ね
人
口
十
万
ご
と
に
五
人
を
基
準
と
し
、
人
口
三
十
万

五
人
と
し
、
そ
の
う
ち
、
常
時
、
通
信
指
令
管
制
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の

を
超
え
る
市
町
村
に
あ
っ
て
は
十
五
人
に
人
口
三
十
万
を
超
え
る
人
口
に
つ

数
は
、
二
人
以
上
と
す
る
。
た
だ
し
、
通
信
施
設
の
機
能
等
に
よ
り
、
効
率

い
て
お
お
む
ね
人
口
十
万
ご
と
に
三
人
を
加
え
た
人
数
を
基
準
と
し
て
、
通

的
な
対
応
が
可
能
な
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
通
信
員
の
総
数
を
減
ず
る
こ

信
指
令
体
制
、
通
信
施
設
の
機
能
及
び
緊
急
通
報
の
受
信
件
数
等
を
勘
案
し

と
が
で
き
る
。

た
数
と
す
る
。

３

消
防
本
部
に
配
置
す
る
通
信
員
の
う
ち
、
同
時
に
通
信
指
令
管
制
業
務
に

（
新
設
）

従
事
す
る
職
員
の
数
は
、
二
人
以
上
と
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
の
場
合
そ
の

他
や
む
を
得
な
い
場
合
に
限
り
、
当
該
通
信
員
の
数
を
一
時
的
に
減
ず
る
こ

と
が
で
き
る
。

（
消
防
本
部
及
び
署
所
の
予
防
要
員
）

（
消
防
本
部
及
び
署
所
の
予
防
要
員
）

第
三
十
二
条

（
略
）

第
三
十
四
条

（
略
）

一

市
町
村
に
存
す
る
特
定
防
火
対
象
物
（
消
防
法
第
十
七
条
の
二
の
五
第

一

市
町
村
に
存
す
る
特
定
防
火
対
象
物
（
法
第
十
七
条
の
二
の
五
第
二
項

二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
特
定
防
火
対
象
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の

第
四
号
に
規
定
す
る
特
定
防
火
対
象
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
数
に

数
に
七
百
三
十
分
の
十
二
を
乗
じ
て
得
た
数

六
百
八
十
分
の
十
を
乗
じ
て
得
た
数

二

市
町
村
に
存
す
る
特
定
防
火
対
象
物
以
外
の
防
火
対
象
物
の
数
に
二
千

二

市
町
村
に
存
す
る
特
定
防
火
対
象
物
以
外
の
防
火
対
象
物
の
数
に
二
千

四
百
分
の
二
を
乗
じ
て
得
た
数

三
百
分
の
二
を
乗
じ
て
得
た
数

三

市
町
村
に
存
す
る
一
戸
建
て
の
住
宅
の
数
に
二
万
二
千
分
の
三
を
乗
じ

三

市
町
村
に
存
す
る
一
戸
建
て
の
住
宅
の
数
に
一
万
七
千
分
の
三
を
乗
じ

て
得
た
数

て
得
た
数



四

市
町
村
に
設
置
さ
れ
て
い
る
別
表
第
八
に
掲
げ
る
危
険
物
の
製
造
所
等

四

市
町
村
に
設
置
さ
れ
て
い
る
別
表
第
七
に
掲
げ
る
危
険
物
の
製
造
所
等

の
区
分
に
応
じ
た
危
険
物
の
製
造
所
等
の
数
に
、
同
表
に
定
め
る
補
正
係

の
区
分
に
応
じ
た
製
造
所
等
の
数
に
、
同
表
に
定
め
る
補
正
係
数
を
そ
れ

数
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
数
の
合
計
を
百
五
十
で
除
し
て
得
た
数

ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
数
の
合
計
を
百
五
十
で
除
し
て
得
た
数

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
に
定
め
る

数
を
合
算
し
て
得
た
数
に
相
当
す
る
予
防
要
員
の
数
は
、
二
人
以
上
と
す
る

数
に
相
当
す
る
要
員
の
数
は
、
二
人
以
上
と
す
る
。

。
３

（
略
）

３

（
略
）

（
兼
務
の
基
準
）

（
兼
務
の
基
準
）

第
三
十
三
条

消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
、
は
し
ご
自
動
車

第
三
十
五
条

消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
、
は
し
ご
自
動
車
、
屈
折
は
し
ご
自
動
車

又
は
化
学
消
防
車
及
び
救
急
自
動
車
を
配
置
し
た
消
防
本
部
又
は
署
所
の
管

又
は
化
学
消
防
車
及
び
救
急
自
動
車
を
配
置
し
た

署
所
の
管

轄
区
域
に
お
い
て
、
当
該
救
急
自
動
車
の
出
動
中
に
火
災
が
発
生
す
る
頻
度

轄
区
域
に
お
い
て
、
当
該
救
急
自
動
車
の
出
動
中
に
火
災
が
発
生
す
る
頻
度

が
お
お
む
ね
二
年
に
一
回
以
下
で
あ
り
、
当
該
救
急
自
動
車
が
出
動
中
で
あ

が
お
お
む
ね
２
年
に
一
回
以
下
で
あ
り
、
当
該
救
急
自
動
車
が
出
動
中
で
あ

っ
て
も
当
該
消
防
本
部
又
は
当
該
署
所
ご
と
に
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
、
は
し

っ
て
も

当
該
署
所
ご
と
に
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
、
は
し

ご
自
動
車

又
は
化
学
消
防
車
の
速
や
か
な
出
動
に
必

ご
自
動
車
、
屈
折
は
し
ご
自
動
車
又
は
化
学
消
防
車
の
速
や
か
な
出
動
に
必

要
な
消
防
隊
の
隊
員
を
確
保
で
き
、
か
つ
、
当
該
救
急
自
動
車
に
搭
乗
す
る

要
な
消
防
隊
の
隊
員
を
確
保
で
き
、
か
つ
、
当
該
救
急
自
動
車
に
搭
乗
す
る

専
任
の
救
急
隊
の
隊
員
を
配
置
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該

専
任
の
救
急
隊
の
隊
員
を
配
置
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該

消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
、
は
し
ご
自
動
車

又
は
化
学
消

消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
、
は
し
ご
自
動
車
、
屈
折
は
し
ご
自
動
車
又
は
化
学
消

防
車
に
搭
乗
す
る
消
防
隊
の
隊
員
は
、
救
急
自
動
車
に
搭
乗
す
る
救
急
隊
の

防
車
に
搭
乗
す
る
消
防
隊
の
隊
員
は
、
救
急
自
動
車
に
搭
乗
す
る
救
急
隊
の

隊
員
と
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
る
。

隊
員
と
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
（
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
と
み

２

消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
（
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
と

な
さ
れ
る
化
学
消
防
車
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
救

み
な
さ
れ
る
化
学
消
防
車
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び

急
自
動
車
を
配
置
し
た
都
市
部
の
署
所
の
管
轄
区
域
に
お
い
て
当
該
救
急
自

救
急
自
動
車
を
配
置
し
た
都
市
部
の
署
所
の
管
轄
区
域
に
お
い
て
当
該
救
急

動
車
の
出
動
中
に
火
災
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
署
所
と
そ
の
管

自
動
車
の
出
動
中
に
火
災
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
署
所
と
管
轄

轄
区
域
が
隣
接
す
る
消
防
署
又
は
そ
の
出
張
所
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「

区
域
が
隣
接
す
る
署
所
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
隣
接
署
所
」
と
い
う
。

隣
接
署
所
」
と
い
う
。
）
に
配
置
さ
れ
た
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
の
出
動
に
よ

）
に
配
置
さ
れ
た
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
の
出
動
に
よ
っ
て
延
焼
防
止
の
た
め

っ
て
延
焼
防
止
の
た
め
の
消
防
活
動
を
支
障
な
く
行
う
こ
と
が
で
き
、
当
該

の
消
防
活
動
を
支
障
な
く
行
う
こ
と
が
で
き
、
当
該
署
所
の
消
防
ポ
ン
プ
自

署
所
の
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
及
び
救
急
自
動
車
の
出
動
状
況
等
を
隣
接
署
所

動
車
及
び
救
急
自
動
車
の
出
動
状
況
等
を
隣
接
署
所
に
お
い
て
常
時
把
握
す

に
お
い
て
常
時
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
有
し
、
か
つ
、
当
該
救
急

る
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
有
し
、
か
つ
、
当
該
救
急
自
動
車
に
搭
乗
す
る
専



自
動
車
に
搭
乗
す
る
専
任
の
救
急
隊
の
隊
員
を
配
置
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ

任
の
救
急
隊
の
隊
員
を
配
置
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
消

る
場
合
に
は
、
当
該
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
に
搭
乗
す
る
消
防
隊
の
隊
員
は
、

防
ポ
ン
プ
自
動
車
に
搭
乗
す
る
消
防
隊
の
隊
員
は
、
救
急
自
動
車
に
搭
乗
す

救
急
自
動
車
に
搭
乗
す
る
救
急
隊
の
隊
員
と
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
る
。

る
救
急
隊
の
隊
員
と
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
数
に
二
分

３

前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第
一
項
第
三
号
に
定
め
る
数
に
相
当

の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数

す
る
要
員
の
数
に
つ
い
て
は
、
交
替
制
に
よ
り
勤
務
す
る
職
員
を
も
っ
て
充

を
超
え
な
い
範
囲
内
の
数
の
予
防
要
員
に
つ
い
て
は
、
予
防
業
務
の
執
行
に

て
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
職
員
は
、
警
防
、
救
急

支
障
の
な
い
範
囲
に
限
り
、
必
要
な
数
の
警
防
要
員
を
も
っ
て
充
て
る
こ
と

等
の
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

が
で
き
る
。
た
だ
し
、
第
一
号
に
掲
げ
る
数
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
数
を
除

い
て
得
た
数
に
相
当
す
る
予
防
要
員
の
数
が
二
人
に
満
た
な
い
場
合
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

一

前
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
数
を
合
算
し
て

得
た
数

二

前
条
第
一
項
第
二
号
に
定
め
る
数
の
二
分
の
一
を
超
え
な
い
範
囲
内
の

数
に
相
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
警
防
要
員
を
も
っ
て
充
て
る
こ
と
と
さ
れ

る
予
防
要
員
の
数

４

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
に
当
た
っ
て

（
新
設
）

は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
要
件
を
満
た
す
警
防
要
員
を
も
っ
て
充
て
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一

消
防
法
第
十
七
条
に
基
づ
き
消
防
用
設
備
等
（
消
火
器
具
を
除
く
。
）

の
設
置
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
共
同
住
宅
に
対
す
る
立
入
検
査
業
務

前
条
第
三
項
に
規
定
す
る
予
防
技
術
資
格
者
で
あ
る
こ
と
。

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
共
同
住
宅
に
対
す
る
立
入
検
査
業
務

消

防
学
校
の
教
育
訓
練
の
基
準
（
平
成
十
五
年
消
防
庁
告
示
第
三
号
）
第
五

条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
予
防
査
察
科
を
修
了
し
た
者
又
は
同
等
以

上
の
知
識
及
び
技
術
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

三

共
同
住
宅
又
は
一
戸
建
て
住
宅
に
対
す
る
防
火
指
導
業
務

当
該
業
務

の
執
行
に
必
要
な
知
識
及
び
技
術
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ

と
。



（
消
防
本
部
及
び
署
所
の
消
防
職
員
の
総
数
）

（
消
防
本
部
及
び
署
所
の
消
防
職
員
の
総
数
）

第
三
十
四
条

消
防
本
部
及
び
署
所
に
お
け
る
消
防
職
員
の
総
数
は
、
次
の
各

第
三
十
六
条

消
防
本
部
及
び
署
所
に
お
け
る
人
員
の
総
数
は
、
次
の
各
号
に

号
に
掲
げ
る
数
を
合
算
し
て
得
た
数
を
基
準
と
し
て
、
勤
務
の
体
制
、
業
務

掲
げ
る
数
を
合
算
し
て
得
た
数
を
基
準
と
し
て
、
勤
務
の
体
制
、
業
務
の
執

の
執
行
体
制
、
年
次
休
暇
及
び
教
育
訓
練
の
日
数
等
を
勘
案
し
た
数
と
す
る

行
体
制
、
年
次
休
暇
及
び
教
育
訓
練
の
日
数
等
を
勘
案
し
た
数
と
す
る
。

。一

消
防
本
部
及
び
署
所
の
管
理
す
る
消
防
用
自
動
車
等
の
う
ち
非
常
用
消

一

消
防
本
部
及
び
署
所
の
管
理
す
る
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
等
及
び
特
殊
車

防
用
自
動
車
等
以
外
の
も
の
を
常
時
運
用
す
る
た
め
に
必
要
な
消
防
隊
、

等
を
常
時
運
用
す
る
た
め
に
必
要
な
消
防
隊
、
救
急
隊
及
び
救
助
隊
の
隊

救
急
隊
、
救
助
隊
及
び
指
揮
隊
の
隊
員
の
数
（
た
だ
し
、
消
防
隊
の
隊
員

員
の
数
（
た
だ
し
、
消
防
隊
の
隊
員
に
つ
い
て
は
、
火
災
の
鎮
圧
等
に
支

に
つ
い
て
は
、
火
災
の
鎮
圧
等
に
支
障
の
な
い
範
囲
内
で
、
消
防
用
自
動

障
の
な
い
範
囲
内
で
、
消
防
用
自
動
車
等
の
う
ち
複
数
の
も
の
に
つ
い
て

車
等
の
う
ち
複
数
の
も
の
に
つ
い
て

、
災
害
の
状
況
に
応
じ
て
、
そ
の
い
ず
れ
か
ひ
と
つ
に
、
一
の
消
防
隊
が

、
一
の
消
防
隊
が
搭
乗
す
る
こ
と
を
、
消
防
本
部
の
規
模

搭
乗
す
る
こ
と
を

及
び
消
防
用
自
動
車
等
の
保
有
状
況
等
を
勘
案
し
て
消
防
庁
長
官
が
定
め

あ
ら
か
じ
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
あ
ら
か
じ
め
定
め
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
複

定
め
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
複
数
の
も
の
そ
れ
ぞ
れ
を
常
時
運

数
の
も
の
そ
れ
ぞ
れ
を
常
時
運
用
す
る
と
し
た
場
合
に
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ

用
す
る
と
し
た
場
合
に
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
必
要
と
な
る
消
防
隊
の
隊

い
て
必
要
と
な
る
消
防
隊
の
隊
員
の
数
の
う
ち
最
大
の
も
の
と
す
る
。
）

員
の
数
の
う
ち
最
大
の
も
の
と
す
る
。
）

二

第
三
十
一
条
に
規
定
す
る
通
信
員
の
数

二

第
三
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
救
助
の
た
め
の
要
員
の
数

三

第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
予
防
要
員
の
数

三

第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
揮
隊
の
隊
員
の
数

四

消
防
本
部
及
び
署
所
の
総
務
事
務
等
（
消
防
の
相
互
応
援
に
関
す
る
業

四

第
三
十
三
条
に
規
定
す
る
通
信
員
の
数

務
を
含
む
。
）
の
執
行
の
た
め
に
必
要
な
消
防
職
員
の
数

（
削
る
）

五

第
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
予
防
要
員
の
数

（
削
る
）

六

消
防
本
部
及
び
署
所
の
庶
務
の
処
理
等
の
た
め
に
必
要
な
人
員
の
数

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
消
防
職
員
の
総
数
を
計
算
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
人
員
の
総
数
を
計
算
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
前
条

前
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
、
は
し
ご
自

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
、
は
し
ご
自
動
車

動
車

又
は
化
学
消
防
車
に
搭
乗
す
る
消
防
隊
の
隊
員

、
屈
折
は
し
ご
自
動
車
又
は
化
学
消
防
車
に
搭
乗
す
る
消
防
隊
の
隊
員
が
救

が
救
急
自
動
車
に
搭
乗
す
る
救
急
隊
の
隊
員
と
兼
ね
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

急
自
動
車
に
搭
乗
す
る
救
急
隊
の
隊
員
と
兼
ね
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
項

前
項
第
一
号
中
「
た
だ
し
」
と
あ
る
の
は
「
た
だ
し
、
救
急
隊
の
隊
員
を
兼

第
一
号
中
「
た
だ
し
」
と
あ
る
の
は
「
た
だ
し
、
救
急
隊
の
隊
員
を
兼
ね
る

ね
る
消
防
隊
の
隊
員
に
つ
い
て
は
、
当
該
消
防
隊
の
隊
員
が
搭
乗
す
る
消
防

消
防
隊
の
隊
員
に
つ
い
て
は
、
当
該
消
防
隊
の
隊
員
が
搭
乗
す
る
消
防
ポ
ン

ポ
ン
プ
自
動
車
、
は
し
ご
自
動
車

又
は
化
学
消
防
車

プ
自
動
車
、
は
し
ご
自
動
車
、
屈
折
は
し
ご
自
動
車
又
は
化
学
消
防
車
を
常

を
常
時
運
用
す
る
た
め
に
必
要
な
消
防
隊
の
隊
員
の
数
と
し
」
と
、
前
条
第

時
運
用
す
る
た
め
に
必
要
な
消
防
隊
の
隊
員
の
数
と
し
」
と
、
前
条
第
三
項



三
項
の
規
定
に
よ
り
予
防
要
員
に
つ
い
て
警
防
要
員
を
も
っ
て
充
て
る
場
合

の
規
定
に
よ
り
予
防
要
員
に
つ
い
て
第
三
十
四
条
第
一
項
第
三
号
に
定
め
る

に
あ
っ
て
は
、
前
項
第
三
号
中
「
予
防
要
員
の
数
」
と
あ
る
の
は
「
予
防
要

数
に
相
当
す
る
要
員
の
数
を
交
替
制
に
よ
り
勤
務
す
る
職
員
を
も
っ
て
充
て

員
の
数
か
ら
警
防
要
員
を
も
っ
て
充
て
る
数
を
除
い
た
数
」
と
読
み
替
え
る

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
項
第
五
号
中
「
予
防
要
員
の
数
」
と
あ
る
の
は
「

も
の
と
す
る
。

予
防
要
員
の
数
か
ら
第
三
十
四
条
第
一
項
第
三
号
に
定
め
る
数
に
相
当
す
る

要
員
の
数
を
除
い
た
数
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
消
防
団
の
設
置
）

（
消
防
団
の
設
置
）

第
三
十
五
条

消
防
団
は
、
地
域
防
災
力
の
中
核
と
し
て
将
来
に
わ
た
り
欠
く

第
三
十
七
条

消
防
団
は
、

こ
と
の
で
き
な
い
代
替
性
の
な
い
存
在
と
し
て
、
一
市
町
村
に
一
団
を
置
く

一
市
町
村
に
一
団
を
置
く

も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
市
町
村
の
合
併
等
消
防
団
の
沿
革
そ
の
他
の
特
段

も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
市
町
村
の
合
併
等
消
防
団
の
沿
革
そ
の
他
の
特
段

の
事
情
が
あ
る
場
合
は
、
一
市
町
村
に
二
団
以
上
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

の
事
情
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
消
防
団
の
業
務
及
び
人
員
の
総
数
）

（
消
防
団
の
業
務
及
び
人
員
の
総
数
）

第
三
十
六
条

消
防
団
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
も
の
と
し
、
そ

第
三
十
八
条

消
防
団
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。

の
総
数
は
、
当
該
業
務
を
円
滑
に
遂
行
す
る
た
め
に
、
地
域
の
実
情
に
応
じ

て
必
要
な
数
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

地
震
、
風
水
害
等
の
災
害
の
予
防
、
警
戒
及
び
防
除
並
び
に
災
害
時
に

四

地
震
、
風
水
害
等
の
災
害
の
予
防
、
警
戒
、
防
除

お
け
る
住
民
の
避
難
誘
導
等
に
関
す
る
業
務

等
に
関
す
る
業
務

五

武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
警
報
の
伝
達
、
住
民
の
避
難
誘
導
等
国
民

五

武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る

国
民
の
保

の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
業
務

護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
業
務

六

地
域
住
民
（
自
主
防
災
組
織
等
を
含
む
。
）
等
に
対
す
る
指
導
、
協
力

六

地
域
住
民

等
に
対
す
る

協
力

、
支
援
及
び
啓
発
に
関
す
る
業
務

、
支
援
及
び
啓
発
に
関
す
る
業
務

七
・
八

（
略
）

七
・
八

（
略
）

（
削
る
）

２

消
防
団
に
お
け
る
人
員
の
総
数
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
数
を
合
算
し
て

得
た
数
と
す
る
。

一

消
防
団
の
管
理
す
る
動
力
ポ
ン
プ
の
種
類
ご
と
に
、
第
二
十
九
条
第
一

項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
消
防
隊
の
隊
員
の
数

二

大
規
模
な
災
害
時
等
に
お
け
る
住
民
の
避
難
誘
導
に
必
要
な
数
と
し
て



、
消
防
団
の
管
轄
区
域
の
小
学
校
区
内
の
可
住
地
面
積
を
〇
．
〇
六
平
方

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
除
し
て
得
た
数
に
一.

一
を
乗
じ
、
地
震
、
風
水
害
そ

の
他
の
自
然
災
害
の
発
生
の
蓋
然
性
等
を
勘
案
し
た
数
を
加
え
た
数

（
削
る
）

３

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
〇
．
〇
六
平
方
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
に
つ
い
て
は
、
人
口
密
度
、
地
域
に
お
け
る
諸
事
情
等
を
勘
案
し

て
増
減
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
七
条

（
略
）

第
三
十
九
条

（
略
）

○

消
防
団
の
装
備
の
基
準
（
昭
和
六
十
三
年
消
防
庁
告
示
第
三
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
防
火
衣
一
式
）

（
防
火
衣
一
式
）

第
四
条

消
防
団
は
、
動
力
消
防
ポ
ン
プ
（
消
防
団
の
管
理
す
る
も
の
に
限
る

第
四
条

消
防
団
は
、
動
力
消
防
ポ
ン
プ
（
消
防
団
の
管
理
す
る
も
の
に
限
る

。
以
下
同
じ
。
）
ご
と
に
消
防
力
の
整
備
指
針
（
平
成
十
二
年
消
防
庁
告
示

。
以
下
同
じ
。
）
ご
と
に
消
防
力
の
整
備
指
針
（
平
成
十
二
年
消
防
庁
告
示



第
一
号
）
第
二
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
消
防
隊
の
隊
員
の

第
一
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
消
防
隊
の
隊
員
の

数
に
相
当
す
る
数
に
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
必
要
な
数
を
加
え
た
数
の
防
火
衣

数
に
相
当
す
る
数
に
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
必
要
な
数
を
加
え
た
数
の
防
火
衣

一
式
を
配
備
す
る
も
の
と
す
る
。

一
式
を
配
備
す
る
も
の
と
す
る
。

２
～
４
（
略
）

２
～
４
（
略
）

○

消
防
力
の
整
備
指
針
第
三
十
四
条
第
三
項
に
基
づ
き
、
予
防
技
術
資
格
者
の
資
格
を
定
め
る
件
（
平
成
十
七
年
消
防
庁
告
示
第
十
三
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
予
防
技
術
資
格
者
の
資
格
）

（
予
防
技
術
資
格
者
の
資
格
）

第
一
条

消
防
力
の
整
備
指
針
（
平
成
十
二
年
消
防
庁
告
示
第
一
号
）
第
三
十

第
一
条

消
防
力
の
整
備
指
針
（
平
成
十
二
年
消
防
庁
告
示
第
一
号
）
第
三
十

二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
火
災
の
予
防
に
関
す
る
高
度
な
知
識
及
び
技
術
を

四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
火
災
の
予
防
に
関
す
る
高
度
な
知
識
及
び
技
術
を

有
す
る
も
の
と
し
て
消
防
庁
長
官
が
定
め
る
資
格
を
有
す
る
予
防
技
術
資
格

有
す
る
も
の
と
し
て
消
防
庁
長
官
が
定
め
る
資
格
を
有
す
る
予
防
技
術
資
格

者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一
・
二
（
略
）

一
・
二
（
略
）



消
防
水
利
の
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
件

新
旧
対
照
条
文

○

消
防
水
利
の
基
準
（
昭
和
三
十
九
年
消
防
庁
告
示
第
七
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
一
条

こ
の
基
準
は
、
市
町
村
の
消
防
に
必
要
な

水
利
に
つ

第
一
条

こ
の
基
準
は
、
市
町
村
の
消
防
に
必
要
な
最
少
限
度
の
水
利
に
つ

い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
四
条

（
略
）

第
四
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
配
置
す
る
消
防
水
利
は
、
消
火
栓
の
み
に
偏

３

前
二
項
に
定
め
る
配
置
は
、
消
火
栓
の
み
に
偏
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う

す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
消
防
水
利
を
配
置
す
る
に
当
た
っ

（
新
設
）

て
は
、
大
規
模
な
地
震
が
発
生
し
た
場
合
の
火
災
に
備
え
、
耐
震
性
を
有
す

る
も
の
を
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、
計
画
的
に
配
置
す
る
も
の
と
す
る
。
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